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５-１ 取組の設定の考え方 

本市の目指す将来環境像「みんなでつくる 自然と暮らしが調和した快適でやさしいまち 

いんざい」を実現していく上では、本計画に示した分野別の環境施策がそれぞれ相互に密接な

関係にあることを踏まえ、複数の環境課題の同時解決を見据えた分野横断的な取組の実施が求

められます。 

また、SDGｓの考え方に基づく「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある地

域づくりのためには、環境分野のみならず社会経済活動にも便益をもたらし、地域の総合的な

魅力を向上させる取組が必要です。 

これらを踏まえた重点的な取組を設定し実行することで、計画的かつ効果的に将来環境像の

実現を目指します。 

 

重点的な取組の選定にあたっては、以下の点を考慮しました。 

選定基準を踏まえ、本計画に示した分野別の施策の中から、特に重要かつ効果的なものを組

み合わせた３つの重点的な取組を選定しました。 

市民・事業者・行政が一体となり、互いに連携しながら、これらの重点的な取組を推進して

いきます。 
 

重点的な取組 

取組 １ 自然の力を活かそう！グリーンインフラ大作戦！！ 

取組 ２ ライフスタイルを見直そう！サステナブル大作戦！！ 

取組 ３ CO₂を減らそう！ストップ温暖化大作戦！！ 
  

第 ５ 章 重点的な取組    
 

＜重点的な取組の選定基準＞ 

①他分野・多方面との連携が求められる横断的な事業で、複数の環境課題の同時解決

につながるもの 

②地域特性を活かすとともに、環境のみならず社会経済活動にも便益をもたらし、本

市の総合的な魅力向上につながるもの 

③市民・事業者・行政がそれぞれの役割のもとで主体的に参加可能であるもの 
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５-２ 取組に関連する基本目標 

 

 １．自然環境 

豊かな自然の

恵みを受け潤

いと安らぎを

感じられるま

ちづくり 

２．生活環境 

安心で快適な

ずっと住み続

けたいと思え

るまちづくり 

３．循環型社会 

限りある資源

を有効に活用

した持続可能

な美しいまち

づくり 

４．脱炭素社会 

カーボンニュー 

トラル の 実 現

に向けた地球

環境にやさし

いまちづくり 

５．人づくり 

パートナーシ

ップを構築し

協働で環境保

全に取り組む

まちづくり 

取組１ 

自然の力を活か

そう！ 

グリーンインフ

ラ大作戦！！ 

     

取組２ 

ライフスタイル

を見直そう！ 

サステナブル大

作戦！！ 

     

取組３ 

CO ₂ を 減 ら そ

う！ 

ストップ温暖化

大作戦！！ 

     

…重点的な取組を構成する基本目標 

…重点的な取組により貢献する他分野の基本目標 
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５-３ 重点的な取組 

 

取組 1 
自然の力を活かそう！グリーンインフラ大作戦！！ 

関連する将来環境像 自然と暮らしが調和する 

（１）選定の背景 

本市は谷津や里山に代表される豊かな自然環境を有していることから、自然環境が持つ多面

的機能を活用し、社会における様々な課題解決につなげるグリーンインフラ（p.9 参照）のポテ

ンシャルが高い地域です。 

グリーンインフラは「地域振興」、「環境」、「防災・減災」などの側面から多様な効果をもたら

すものであり、本市では自然環境が持つ多面的機能を積極的に活用し、安全・安心かつ魅力ある

地域づくりにつなげることを目指します。 

 

（２）関連する取組 

施策 主な取組 

樹林地・斜面林の保全 
〇森林環境譲与税を活用した樹林地の維持管理の仕組みづくり 

〇市民・事業者・行政の協働による里山保全事業の実施 など 

農地の保全 

〇農業後継者や新規就農者への支援や農地中間管理事業などによる

遊休農地の発生防止策の推進 

〇土地所有者と市民・事業者・行政の連携・協力による谷津の保全・

活用に向けた仕組みづくり など 

多様な生態系の保全 〇身近な自然と触れ合う機会の提供による環境保全への意識啓発 

自然と調和したまちづ

くり 

〇市民・事業者の自主的な公園美化活動に対する支援 

〇街路樹など植栽帯の適切な整備・管理の実施 

〇緑化協定・緑地協定に基づく事業所・住宅地の緑化促進 など 

環境学習の場と機会の

創出 

〇谷津・里山を活用した環境講座・イベントなどの実施による環境保

全への意識啓発 

各主体における環境配

慮行動の推進 

〇環境保全活動で役立つ知識・技術を学ぶ場の提供や協働事業の実

施による環境保全活動団体への支援 

 

（３）関連する指標 

 

 

 

 

 
  

●農振農用地面積 ●認定農業者及び認定新規就農者数 ●遊休農地面積 

●多面的機能支払交付金交付団体数 ●里山保全活動団体数 ●里山保全回数 

●在来種の生息・生育種数 ●外来種の生息・生育種数 

●公園美化活動の団体数 ●道路美化活動の団体数  

●環境講座・イベントなどの開催回数（市主催事業） ●環境保全活動団体数 

●市民・事業者との協働による環境保全活動実施回数 
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（４）実施により期待される効果 

環境 社会・経済 

〇耕作放棄による農地の荒廃の抑制 

〇谷津の保全による生物多様性の保全 

〇雨水浸透や二次沈殿、微生物分解などによ

る水質浄化機能の発揮 

〇CO₂の吸収源となる緑の保全による地球温

暖化の緩和  

〇気候変動に伴う日常生活・自然生態系など

への影響の回避・軽減  

〇斜面林の適切な維持管理や台地における

適正な雨水浸透による防災・減災 

〇良好な景観形成による地域の魅力向上 

〇自然環境と触れ合う機会の充実による健

康増進や地域コミュニティの形成 

〇環境講座・イベントなどを通じた環境教育

の充実 

 

 

「農地の保全」によるグリーンインフラを活用した取組事例 

 市内に数多くみられる「「谷津」は、豊かな生態系を育む場であるとともに、貯水・保水機能

や水質浄化機能など、多様な機能を有する貴重なグリーンインフラの一つです。 

 近年、都市化の進行や谷津田における耕作放棄の増加などによる谷津の乾燥化・樹林化が進

むことで、生態系の質の低下や景観の悪化などが懸念されます。 

 生物多様性をはじめとした多様な機能を発揮するためには、適切な維持管理により、谷津が

湿地化された状態を維持することが重要とされています。 

 そのため本市では、谷津周辺の斜面林における定期的な草刈りや土地所有者の協力による

耕作放棄水田への引水、谷津の保全活動などを行う環境保全活動団体への支援など、谷津の湿

地化に向けた取組の実施を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市内の谷津と田園風景 
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取組 2 
ライフスタイルを見直そう！サステナブル大作戦！！ 

関連する将来環境像 みんなでつくる 

（１）選定の背景 

近年、循環型社会の実現に向けた課題の一つとして、海洋プラスチックごみや食品ロスに関す

る問題が挙げられています。海洋プラスチックごみは、不適切に廃棄されることにより、生活環

境や生態系への影響などが生じる一方、食品ロスでは、限られた資源が無駄になるだけでなく、

生産や運搬に係るエネルギーが無駄に消費されることなどが懸念されています。 

これらは、日常生活と関わりが深く、市民一人ひとりが環境に配慮した行動を実践することで

改善が可能な問題でもあることから、今後は、市民・事業者・行政が一体となり、サステナブル※

なライフスタイルの確立を目指します。 

 

（２）関連する取組 

施策 主な取組 

農地の保全 
〇農作物の地産地消の推進及び地元食材の消費を促す普及啓発 

〇保育園、学校における食育や農業体験の実施 など 

ごみの発生抑制 
〇食品ロスの啓発やフードドライブ事業を通じた食品ロスの削減 

〇使い捨てプラスチック製品の使用削減 など 

ごみの分別・リユース・

リサイクル 

〇プラスチックごみの適正処理の推進 

〇子ども服リユース事業の実施やリユース・リサイクルに関する意

識啓発 

〇ごみの減量化や資源化に関する学習機会の充実 など 

環境学習の場と機会の

創出 

〇学校における環境教育の充実や環境をテーマとする出前講座の実

施 

〇市内図書館における環境に関する書籍・資料の充実 など 

各主体における環境配

慮行動の推進 

〇ホームページやイベントなどを通じた環境配慮行動を促す情報提

供・普及啓発 

〇環境に配慮したライフスタイルへの転換を促す仕組みづくりに向

けた調査・研究 など 
 

（３）関連する指標 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

●農振農用地面積 ●認定農業者及び認定新規就農者数 ●遊休農地面積 

●1人 1日当たりのごみ排出量 ●生ごみ処理容器等購入費補助交付基数 

●ごみの減量などに係る出前講座実施回数  

●環境講座・イベントなどの開催回数（市主催事業） 

●学校図書館における環境教育に関する蔵書保有校数 

●環境配慮行動指針リーフレットの配布数 
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（４）実施により期待される効果 

環境 社会・経済 

〇プラスチックごみの適正処理による生活

環境や生態系への影響の軽減 

〇ごみの焼却や食品・製品などの生産・製造、

運搬に伴い発生する温室効果ガス削減に

よる地球温暖化の緩和 

〇ごみの減量化・資源化の推進による環境負

荷の軽減 

〇農作物の地産地消の拡大による地域経済

の発展 

〇持続可能な社会の実現につながる環境教

育の充実 

 

 

「各主体における環境配慮行動の推進」によるライフスタイル転換に向けた取組事例 

 日本の温室効果ガス排出量の約６割は、衣食住を中心とした家計関連であるとされており、

脱炭素社会・循環型社会の実現に向けては、一人ひとりの環境に配慮したライフスタイルへの

転換が求められています。 

環境省が主体となり導入が検討されている「グリーンライフ・ポイント制度」は、環境配慮

製品・サービスの選択等、消費者の環境配慮行動に対してポイントを発行することで、一人ひ

とりの環境配慮行動を促すことを目的とした取組です。 

 本市においても、農作物の地産地消や食品ロスの削減など、市民一人ひとりのサステナブル

なライフスタイルの確立を促すため、環境配慮行動に対するポイント付与制度について調査・

研究するとともに、仕組みづくりに向けた検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フードドライブ 
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取組 3 
CO₂を減らそう！ストップ温暖化大作戦！！ 

関連する将来環境像 快適でやさしいまち 

（１）選定の背景 

近年、国内外において深刻化する地球温暖化への対策が急務とされる中、本市においても、

地球温暖化の主な要因とされる CO₂排出量の削減が喫緊の課題です。 

省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの利用促進のみならず、自家用車利用の削減につ

ながるまちづくりや廃棄物対策、吸収源としての緑の保全など、地球温暖化対策に向けた取組

を多面的に実践し、カーボンニュートラルの実現につなげます。 
 

（２）関連する取組 

施策 主な取組 

省エネルギーの推進 

〇建築物の省エネルギー化や家庭・事業所における省エネルギー設

備・機器の導入促進 

〇省エネルギーなライフスタイルへの転換促進 など 

再生可能エネルギーの

利用促進 

〇家庭・事業所における再生可能エネルギーの利用促進 

〇バイオマス・その他未利用エネルギーの活用に向けた調査・研究 

など 

環境に配慮したまちづ

くりの推進 

〇環境にやさしい交通環境の充実 

〇モビリティの低炭素化に向けた普及啓発 など 

公共施設における脱炭

素化の推進／エコオフ

ィスの推進 

〇公共施設の省エネルギー性能の向上 

〇公共施設における再生可能エネルギー利用の推進 

〇クールビズや冷暖房の温度管理など省エネルギー行動の推進 

〇環境性能に優れた公用車の導入 など 

ごみの発生抑制／ごみ

の分別・リユース・リサ

イクル 

〇家庭・事業所におけるごみの減量化や資源化の促進 

〇ごみの分別・リユース・リサイクルに関する意識啓発 など 

樹林地・斜面林の保全

／自然と調和したまち

づくり 

〇里山保全活動の実施 

〇事業所や住宅地など街中における緑化の促進 など 

 

（３）関連する指標 

 

 

 

 

 

 

  

●市域の温室効果ガス排出量  

●定置用リチウムイオン蓄電システム設置補助件数（補助対象分累計） 

●ふれあいバス利用者数 ●市内駅の 1日平均乗車人員  

●市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量 ●1人 1日当たりのごみ排出量  

●生ごみ処理容器等購入費補助交付基数 ●ごみの減量などに係る出前講座実施回数 

●里山保全活動団体数 ●里山保全回数 

●公園美化活動の団体数 ●道路美化活動の団体数 
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（４）実施により期待される効果 

環境 社会・経済 

〇CO₂の排出抑制による地球温暖化の緩和 

〇気候変動に伴う日常生活や生態系などへ

の影響の回避・軽減 

 

 

〇災害時におけるエネルギー供給の確保 

〇ライフスタイルやビジネススタイルの変

化に伴う地域経済の発展 

〇交通不便地域の解消や利用しやすい歩道

整備による快適で住み良いまちづくりの

実現 

〇自家用車利用の削減による運動機会の増

加に伴う健康増進 

〇持続可能な社会の実現につながる環境教

育の充実 

 

 

「公共施設における脱炭素化の推進」による CO₂削減に向けた取組事例 

 地域の脱炭素化に向けたCO₂排出抑制のための最も効果的な方策の一つとして、「再生可能

エネルギーの導入」が挙げられますが、市も一事業者として、公共施設における再生可能エネ

ルギー設備の順次導入を進め、市域のCO₂排出量削減を先導していくことが重要です。 

太陽光発電設備に代表される再生可能エネルギーは平時の CO₂削減に加え、蓄電設備を併

設することで、災害や停電時の安定的なエネルギー供給につながることから、「自立・分散型

エネルギー」としても重要な役割を持ちます。 

昨今の災害リスクの増大に対し地域のレジリエンスを強化するとともに、地域の脱炭素化

に向けた取組の一層の推進を図るため、本市においても、公共施設への再生可能エネルギーの

導入拡大に向けた調査・研究及び検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校屋上の太陽光発電設備 



 

 

 

吉高の大桜   

     撮影/鈴木「康雄 



 

第６章 
印西市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) 

及び印西市地域気候変動適応計画 

 

６-１ 地球温暖化対策の意義 

６-２ 地球温暖化対策の動向 

６-３ 計画の基本的な考え方 

６-４ 印西市における温室効果ガス排出状況 

６-５ 温室効果ガス排出量の将来推計と 

削減目標 

６-６ 削減目標の達成に向けた取組（緩和策） 

６-７ 気候変動の影響を回避・軽減する取組

（適応策） 
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６-１ 地球温暖化対策の意義 

（１）温暖化する地球 

「地球温暖化」とは、長期的に見て地球全体の平均気温が上昇している現象のことです。 

世界の年平均気温は明治 24（1891）年以降 100 年あたり約１℃上昇しています。 

近年になるほど温暖化の傾向が加速しており、地球温暖化がもっとも進行したモデルでは、

2100 年の平均気温は最大 4.8℃上昇すると予測されています。 

 

 

  

第 ６ 章 

 

及び印西市地域気候変動適応計画    
 

1950～2100 年までの気温変化（観測と予測） 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
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（２）地球温暖化の要因 

水蒸気や二酸化炭素、メタンなどの「温室

効果ガス」が持つ性質（地表から放射される

熱を吸収し大気を暖める）により、地球上の

気温は生物にとって暮らしやすい温度に保

たれてきました。 

しかし、産業活動が活発になった産業革命

以降は、二酸化炭素、メタン、さらにはフロ

ン類などの温室効果ガスが大量に排出され、

熱の吸収が強まったことで、地球温暖化が引

き起こされています。 

 

 

（３）地球温暖化に伴う気候変動の影響 

地球温暖化に伴う気候変動は、人間の生活や自然の生態系にさまざまな影響を与えており、

氷河の融解や海面水位の変化、洪水や干ばつの増加、動植物の分布域の変化、農作物の品質低

下、熱中症リスクの増加など、気候変動及びその影響が各地で観測され始めています。 

また、令和元年房総半島台風（台風 15 号）及び令和元年東日本台風（台風 19 号）による

被害にも見られるよう、災害の激甚化も懸念されています。 

今後、地球温暖化の進行に伴い、これら気候変動の影響の拡大が予想されることから、「地

球温暖化の進行を抑制する取組（緩和策）」だけでなく「気候変動の影響を回避・軽減する取

組（適応策）」についても実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近に迫る地球温暖化 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター  

温室効果ガス地球温暖化メカニズム 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
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①印西市の暮らしと気候変動 ～印西市ですでに起きていること（現状）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
台風 15 号の観測結果 

出典：気象庁資料      

 

令和元（2019）年 9 月 5 日～9 月 10 日にかけて発生した令和元年房総半島台風（台風 15

号）は、観測地点（アメダス千葉）において、観測史上 1 位となる最大風速（35.9m/s）及び

最大瞬間風速（57.5m/s）を記録しました。 

甚大な被害をもたらした令和元年房総半島台風は、本市においても建物の損壊、倒木、道路

の冠水のほか、最大停電世帯数が約 6,800 軒にも及ぶ大規模停電を発生させました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風 15 号による市内の被害写真  

年平均気温は 

40 年あたり 0.9℃上昇しています 

年間降水量は 

40 年あたり 218ｍｍ増加しています 

「過去の気象データ」（気象庁）より作成（観測地点：我孫子(注）） （注）最寄りの観測地点 
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②印西市の暮らしと気候変動 ～印西市でこれから起きること（予測）～ 

年平均気温の上昇 

 

 21 世紀末 
将来予測 

0 厳しい地球温暖化対策を実施した場合 ：地域により 1～2℃または 2～3℃上昇 

0 地球温暖化対策を実施しなかった場合 ：すべての地域で 4～5℃上昇 

 
熱中症搬送者数の増加 

 

 21 世紀末 
将来予測 

0 厳しい地球温暖化対策を実施した場合 ：すべての地域で 1.8～2 倍に増加 

0 地球温暖化対策を実施しなかった場合 ：すべての地域で 4～6 倍に増加 

 

コメ収量（品質重視）の増減 

 

 21 世紀末 
将来予測 

0 厳しい地球温暖化対策を実施した場合 ：多くの地域で 1～2 倍に増加 

0 地球温暖化対策を実施しなかった場合 ：すべての地域で～0.5 倍に減少 

(注)以下の設定条件に基づく印西市の予測データ結果を示しています。 

・厳しい地球温暖化対策を実施した場合：「RCP2.6 シナリオ（IPCC 第 5 次評価報告書より）」 

・地球温暖化対策を実施しなかった場合：「RCP8.5 シナリオ（IPCC 第 5 次評価報告書より）」 

・データセット：S8 データ（環境省環境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」

における気候予測結果を整理したもの。） 

・気 候 モ デ ル：MIROC5（日本の研究機関が開発した気候モデルで、日本を含むアジアの気候やモンスーン、梅

雨前線などの再現性や将来変化の研究に用いられている。） 

・対 象 期 間：基準期間（1981～2000 年）と 21 世紀末（2081～2100 年）との比較 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム 「気候変動の観測・予測データ」  

厳しい地球温暖化対策を実施した場合 地球温暖化対策を実施しなかった場合 

厳しい地球温暖化対策を実施した場合 

厳しい地球温暖化対策を実施した場合 

地球温暖化対策を実施しなかった場合 

地球温暖化対策を実施しなかった場合 
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６-２ 地球温暖化対策の動向 

（１）国際的な地球温暖化対策の動向 

国連は平成 4（1992）年に地球サミットを開催し、「持続可能な発展」という理念を取り入

れた「リオ宣言」を採択、さらにその実現に向けた「アジェンダ 21」（具体的な行動計画）を

策定しました。その際、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標とする

「気候変動に関する国際連合枠組条約（気候変動枠組条約）」が併せて採択され、同条約に基

づき、平成 7（1995）年から毎年、気候変動枠組条約締約国会議（以下「締約国会議」とい

う。）が開催されています。 

地球温暖化について、初めて国際的な温室効果ガスの削減目標を定めたのは「京都議定書」

（第一約束期間：2008 年～2012 年、第二約束期間：2013 年～2020 年）であり、平成 9

（1997）年に京都で開催された第 3 回締約国会議（COP3）において採択されました。京都

議定書では、先進国全体及び国別に温室効果ガスの削減目標を設定しており、日本は 1990 年

比 6％の目標値に対して 8.4％の削減を達成しました。 

京都議定書の期間後となる令和 3（2021）年以降の枠組みについては、平成 27（2015）

年に開催された第 21 回締約国会議（COP21）において「パリ協定」が採択されました。パリ

協定は先進国のみならず、発展途上国を含む初の全世界共通となる温室効果ガス削減目標を掲

げており、21 世紀末における高い目標達成の実現に向け、各国では「低炭素化」よりも先の

「脱炭素化」を目指す取組が加速化しています。 

令和 3（2021）年に英国グラスゴーで開催された第 26 回締約国会議（COP26）では、最

新の科学的知見に依拠しつつ、パリ協定の 1.5℃努力目標達成を踏まえ、今世紀半ばのカーボ

ンニュートラル及びその経過点である令和 12（2030）年に向けて野心的な気候変動対策に取

り組んでいく「グラスゴー気候合意」が決定されました。 
 

地球温暖化に関する世界の動向 

年 月 世界の動向 

昭和 63 

(1988)年 

06 「カナダ・トロント会議」開催 

11 「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」設置 

平成 3 

(1991)年 
02 「第 1 回気候変動枠組条約交渉会議」開催 

平成 4 

(1992)年 
06 

環境と開発に関する国際連合会議(地球サミット)において「アジェンダ 21」採択 

⇒「気候変動枠組条約」も併せて採択（1994（平成 6）年 3 月に発効） 

平成 7 

(1995)年 
03 「第 1 回締約国会議（COP1）」開催 

平成 9 

(1997)年 
12 

第 3 回締約国会議（COP3）において「京都議定書」採択 

⇒先進国における温室効果ガスの削減目標を設定 

平成 22 

(2010)年 

09 「国連気候変動首脳会合」開催 

12 第 16 回締約国会議（COP16）において「カンクン合意」決定 

平成 24 

(2012)年 
12 （京都議定書第一約束期間終了） 

平成 27 

(2015)年 
12 第 21 回締約国会議（COP21）において「パリ協定」採択 

令和 3 

(2021)年 
11 第 26 回締約国会議（COP26）において「グラスゴー気候合意」決定 
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「京都議定書」及び「パリ協定」の概要 

京都議定書 

●期間：第一約束期間 平成 20（2008）年～平成24（2012）年 

●期間：第二約束期間 平成 25（2013）年～令和2（2020）年 

●目標：先進国全体の温室効果ガス排出量を 1990年比少なくとも５％削減 

●目標：その他、国別の温室効果ガス削減目標（日本 6％、EU8％、ドイツ 21％など） 

●問題点：中国など排出量が急速に増大している途上国は参加しなかったほか、最大の排出国であるアメリ

カ合衆国が批准しなかった 

パリ協定 

●期間：令和3（2021）年～ 

●目標：世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする 

●目標：21世紀後半には温室効果ガス排出量と（森林などによる）吸収量のバランスをとる 

●特徴：発展途上国を含む条約締約国 196 か国と地域のすべてが公平に参加する 
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（２）国内における地球温暖化対策の動向 

近年の国際動向を受け、日本でも「脱炭素化」に向けた温室効果ガス削減目標の見直しが行

われました。 

令和 3（2021）年に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、地球温暖化対策の推進

に関する法律の改正により基本理念として法定化された 2050 年カーボンニュートラルの実

現に向け、令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量を平成 25（2013）年度から 46％削

減することを中期目標として掲げ、さらに 50％の高みに向け挑戦を続けていくこととしてい

ます。 

新たな削減目標の達成に向け、国では各種関連計画の見直しが急がれており、「再生可能エ

ネルギーの主力電源化」や「脱炭素ライフスタイルへの転換」などの方針が掲げられています。 

 

2050年カーボンニュートラルの概要 

政府は令和 2（2020）年 10 月に初めて「2050 年カーボンニュートラル」を目指すことを

表明しました。 

 

 

 

 

●日本が目指すカーボンニュートラルは、二酸化炭素に限らず、メタンや一酸化二窒素などす

べての「温室効果ガス」を対象としています。 

●排出量について「全体としてゼロにす

る」とは、「排出量から吸収量と除去量

を差し引いた合計をゼロにする」こと

を指し、これが「ニュートラル（中立）」

という用語に示されています。 

●カーボンニュートラルの実現に向け

て、まずは排出する温室効果ガスの総

量を大幅に削減することが前提となり

ます。 

●削減が難しい排出量を埋め合わせる

「吸収」や「除去」は、例えば植林によ

り光合成に使われる大気中の CO2 の吸

収量を増やすことや、CO2 を回収して

貯蔵する CCS※技術の活用などが考え

られます。 

 

  

「我が国は、2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち

2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたし

ます」 

2050 年カーボンニュートラルのイメージ 
出典：経済産業省 資源エネルギー庁ホームページより作成 
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地球温暖化に関する国や県の動向 

年度 国や県の動向 
平成 2 

(1990)年 ■ 「地球温暖化防止行動計画」閣議決定 

平成 5 
(1993)年 ■ 「千葉県地球環境保全行動計画」策定 

平成 7 
(1995)年 ■ 「千葉県環境基本条例」を制定 

平成 8 
(1996)年 ■ 「千葉県環境基本計画」を策定 

平成 9 
(1997)年 ■ 「地球温暖化対策推進本部」を設置 

平成 10 
(1998)年 ■ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」制定 

平成 12 
(2000)年 ■ 「千葉県地球温暖化防止計画」策定 

平成 14 
(2002)年 ■ 「京都議定書」に批准 

平成 18 
(2006)年 ■ 「千葉県地球温暖化防止計画」改定 

平成 20 
(2008)年 ■ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正を閣議決定(注 1) 

平成 28 
(2016)年 

■ 「地球温暖化対策計画」閣議決定(注２) 

■ 「千葉県地球温暖化対策実行計画」策定 

平成 30 
(2018)年 

■ 「気候変動適応法」公布(注３) 

■ 「気候変動適応計画」閣議決定 

令和 2 
(2020)年 ■ 2050 年カーボンニュートラルを表明(注４) 

令和 3 
(2021)年 

■ 「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言」を表明 

■ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正を閣議決定(注５) 

■ 2030 年の温室効果ガス排出量の削減目標「2013 年度比 46％削減」表明 

「地球温暖化対策計画」改訂(注６) 

■ 日本の動き ■ 千葉県の動き 

国や県の動向のポイント 

(注 1)都道府県、政令市、中核市、特例市以外の市町村についても「地方公共団体実行計画」の

策定が努力義務化 

(注２)国全体の温室効果ガス排出量の削減目標として「2030 年までに 2013 年度比 26.0％削

減」（2050 年は 80％削減）が明示 

(注３)都道府県及び市町村は「地域気候変動適応計画」の策定が努力義務化 

(注４)国全体の 2050 年における温室効果ガス排出量の削減目標について、「2050 年までに温室

効果ガス排出量を実質ゼロ」とする引き上げが明示 

(注５)市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業（地域脱炭素化促進事業）に

係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針などを定めることが努力義務化 

(注６)国全体の温室効果ガスの削減目標として「2030 年までに 2013 年度比 46％削減、さらに

50％の高みに向けて挑戦を続ける」ことが明示  
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（３）印西市の方向性 

地球温暖化による気温上昇、またそれに伴う気候変動の影響は本市においても例外ではな

く、近年の国内外の動向を踏まえた上で、地球温暖化対策を進める必要があります。 

そのため、本市においては、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの利用促進、環境

に配慮したまちづくりの推進による「地球温暖化の進行を抑制する取組（緩和策）」を行うと

ともに、緩和策を実施しても避けることができない気候変動の影響に対して、地域特性を踏

まえた「気候変動の影響を回避・軽減する取組（適応策）」を、市民・事業者・行政が一体と

なって地球温暖化対策に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩和策と適応策 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム  

気候変動による人間社会や自然への影響を回避 

するためには、温室効果ガスの排出を削減し、 

気候変動を極力抑制すること(緩和)が重要です。 

 

緩和を最大限実施しても避けられない気候変動の 

影響に対しては、その被害を軽減し、より良い 

生活ができるようにしていくこと(適応)が重要です。 
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６-３ 計画の基本的な考え方 

（１）計画の位置づけ 

本章は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条に基づく「地方公共団体実行計画

（区域施策編）」及び「気候変動適応法」第 12 条に基づく「地域気候変動適応計画」に必要な

事項を定めるものであり、本章の内容をもって地球温暖化対策に係る計画として位置づけま

す。 
 

印西市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）及び印西市地域気候変動適応計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

（２）計画の期間 

「第３次印西市環境基本計画」との整合性を図り、計画期間は令和 4（2022）年度から令

和 13（2031）年度までの 10 年間とします。 

なお、計画の基準年度と目標年度については、国の「地球温暖化対策計画」における基準年

度及び中期目標と整合を図る理由から、それぞれ平成 25（2013）年度と令和 12（2030）年

度とします。  

 

 第３次印西市環境基本計画 
 

１．自然環境 

◆豊かな自然の恵みを受け潤いと安らぎを感じられるまちづくり 

２．生活環境 

◆安心で快適なずっと住み続けたいと思えるまちづくり 

３．循環型社会 

◆限りある資源を有効に活用した持続可能な美しいまちづくり 

基
本
目
標 

４．脱炭素社会 

◆カーボンニュートラルの実現に向けた地球環境にやさしいまちづくり 

５．人づくり 

◆パートナーシップを構築し協働で環境保全に取り組むまちづくり 

地球温暖化対策の推進に関する法律 気候変動適応法 

 

印西市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

・省エネルギーの推進 

・再生可能エネルギーの利用促進 

・環境に配慮したまちづくりの推進 

 

印西市地域気候変動適応計画 

・気候変動の影響への対策 

 ・気候変動の影響に対する理解促進 

印西市環境基本条例 

 

印西市総合計画 
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（３）計画の対象 

対象区域は、本市全域とします。 

対象とする温室効果ガスは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」において定められてい

る以下の 7 ガスのうち、二酸化炭素（CO₂）、メタン（CH₄）、一酸化二窒素（N₂O）とし、

市内に発生源がほぼない４ガスは除外します。 

 

温室効果ガスの種類と主な排出活動 

温室効果ガスの種類 
地球温暖化 

係数 
主な排出活動 

二酸化 

炭素 

（CO2） 

エネルギー 

起源 CO2 
1 

燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人から供

給された熱の使用 

非エネルギー 

起源 CO2 
工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等 

メタン（CH4） 25 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕

作、家畜の飼養及び排せつ物管理、廃棄物の焼却処分、廃

棄物の原燃料使用等、廃棄物の埋立処分、排水処理 

一酸化二窒素（N2O） 298 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕

作における肥料の使用、家畜の排せつ物管理、廃棄物の焼

却処分、廃棄物の原燃料使用等、排水処理 

ハイドロフルオロカー

ボン類（HFCs） 
1,430 など 

クロロジフルオロメタン又は HFCs の製造、冷凍空気調

和機器、プラスチック、噴霧器及び半導体素子等の製造、

溶剤等としての HFCs の使用 

パーフルオロカーボン

類（PFCs） 
7,390 など 

アルミニウムの製造、PFCs の製造、半導体素子等の製造、

溶剤等としての PFCs の使用 

六ふっ化硫黄（SF6） 22,800 

マグネシウム合金の鋳造、SF6 の製造、電気機械器具や半

導体素子等の製造、変圧器、開閉器及び遮断器その他の電

気機械器具の使用・点検・排出 

三ふっ化窒素（NF3） 17,200 NF3 の製造、半導体素子等の製造 
出典：地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル 算定手法編 Ver. 1.1 

 

地球温暖化係数とは 

温室効果ガスの種類により「温暖化する能力」の強さは異なり、二酸化炭素を 1 として各

温室効果ガスの能力の強さを表したものを「地球温暖化係数」（GWP：Global Warming 

Potential）と呼びます。 

つまり、地球温暖化係数が 22,800 の六ふっ化硫黄は、温暖化する能力が二酸化炭素の

22,800 倍であり、少量でも大きな影響を及ぼします。 

地球温暖化対策では、排出量が最も多い二酸化炭素を減らすのはもちろんのこと、併せて地

球温暖化係数の大きいその他ガスを削減していくことが重要です。 
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対象とする温室効果ガスの部門・分野は本市の地域特性を踏まえて以下のとおりとします。 

温室効果ガスの部門・分野 

ガス種 部門・分野 説明 

エネル 

ギー起 

源 CO2 産業部門 

農林水産業 
農林水産業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う

排出。 

建設業・鉱業 
建設業・鉱業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う

排出。 

製造業 製造業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出。 

業務その他部門 
事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、他のいずれの

部門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出。 

家庭部門 家庭におけるエネルギー消費に伴う排出。 

運輸部門 
自動車 自動車（貨物・旅客）におけるエネルギー消費に伴う排出。 

鉄道 鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出。 

エネル 

ギー起 

源 CO2 

以外の 

ガス 

廃棄物 

分野 

焼却処分 
廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出。 

【非エネルギー起源 CO2、CH4、N2O】 

埋立処分 廃棄物の埋立処分に伴い発生する排出。【CH4】 

排水処理 排水処理に伴い発生する排出。【CH4、N2O】 

農業分野 
耕作 

水⽥からの排出及び耕地における肥料の使用による排出。

【CH4、N2O】 

農業廃棄物 農業廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出。【CH4、N2O】 

参考：地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル 算定手法編 Ver. 1.1 

 

エネルギー起源 CO2を削減するには 

温室効果ガス排出量のうち 8 割以上を占めるエネルギー起源 CO2 を削減するヒントは、以

下の式に示されています。 

 

 

 

 

式によると、エネルギー起源 CO2 を削減するには、以下の方法で①、②、③のいずれかを

低くすることが考えられます。 

①の値を低くする…エネルギー供給の低炭素化（従来の石炭・石油から、ガスのような低炭

素な燃料へ転換していくこと） 

②の値を低くする…省エネルギー化を進める 

③の値を低くする…経済活動量の低減を進める 

しかし、経済的な成長（③×④）は確保することが望ましいため、そのためにはエネルギー

供給の低炭素化や省エネルギー化を進めることが重要となります。 
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６-４ 印西市における温室効果ガス排出状況 

（１）温室効果ガス排出状況 

本市の平成 30（2018）年度における温室効果ガス排出量は、638.8 千 t-CO₂であり、基準

年度の平成 25（2013）年度と比較して 67.8 千 t-CO₂（11.9%）増加しています。 

温室効果ガス排出量をガス種別にみると、総排出量の 98.1％を二酸化炭素が占め、次いで

メタンが 1.7％、一酸化二窒素が 0.1％でした。 

また、二酸化炭素排出量の内訳は、業務その他部門が 44.8％と一番割合が大きく、次いで

運輸部門が 23.5％、家庭部門が 16.2％、産業部門が 13.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■温室効果ガス排出量の割合             ■二酸化炭素排出量の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

■温室効果ガス排出量の推移 
（単位：千 t-CO₂） 

部門・分野 
2013 年度 

(基準年度) 
2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

基準年度比 

増減量 

二
酸
化
炭
素 

産業部門 54.3  68.0  88.2  96.7  88.9  83.4  +29.2 

業務その他部門 225.9  265.2  264.4  282.0  284.1  280.9  +54.9 

家庭部門 119.0  99.5  94.9  102.9  117.5  101.4  -17.6 

運輸部門 151.5 146.3 146.9 147.6 147.5 147.3 -4.2 

廃棄物分野  7.9  9.0  12.3  14.1  11.7  13.9  +6.0 

小計 558.7  588.0  606.7  643.3  649.6  626.9  +68.3 

メタン 11.5  11.5  11.3  11.3  11.1  11.1  -0.4 

一酸化二窒素 0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  -0.0 

総合計 571.0 600.3 618.7 655.3 661.5 638.8 +67.8 

基準年度比増減量 ― +29.4  +47.8  +84.4  +90.5  +67.8  ― 

基準年度比増減率 ― +5.1% +8.4% +14.8% +15.9% +11.9% ― 
(注)四捨五入のために計が合わないことがあります。  

二酸化炭素
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（２）部門別の温室効果ガス排出量の推移 

①産業部門（エネルギー起源CO₂） 

産業部門の二酸化炭素排出量は、平成 25（2013）年度の 54.3 千 t-CO₂から平成 30（2018）

年度の 83.4 千 t-CO₂に増加しています。 

平成 30（2018）年度における業種別の内訳は製造業が 60.3％と一番割合が大きく、次い

で農林水産業が 34.6％、建設業・鉱業が 5.1％となっています。 

本市の製造業製造品出荷額等は増加傾向にあることから、産業部門における二酸化炭素排出

量が基準年度と比較して増加したことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■産業部門における二酸化炭素排出量の推移         ■業種別の排出量内訳 

 

 

②業務その他部門（エネルギー起源CO₂） 

業務その他部門の二酸化炭素排出量は、平成 25（2013）年度の 225.9 千 t-CO₂から平成

30（2018）年度の 280.9 千 t-CO₂に増加しています。 

平成 30（2018）年度における事業所規模別の内訳は特定事業所が 76.5％、中小事業所が

23.5％となっており、特定事業所からの排出量が多くを占めています。 

本市の延床面積は増加傾向にあることから、業務その他部門における二酸化炭素排出量が基

準年度と比較して増加したことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■業務その他部門における二酸化炭素排出量の推移     ■事業所規模別の排出量内訳 
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③家庭部門（エネルギー起源CO₂） 

家庭部門の二酸化炭素排出量は、平成 25（2013）年度の 119.0 千 t-CO₂から平成 30（2018）

年度の 101.4 千 t-CO₂に減少しています。 

本市の人口は増加傾向にあるものの、電気の二酸化炭素排出係数の低減や再生可能エネルギ

ー発電設備・省エネルギー設備の普及などの要因により、家庭部門における二酸化炭素排出量

が基準年度と比較して減少したことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ■家庭部門における二酸化炭素排出量の推移 

 

 

④運輸部門（エネルギー起源CO₂） 

運輸部門の二酸化炭素排出量は、平成 25（2013）年度の 151.5 千 t-CO₂から平成 30（2018）

年度の 147.3 千 t-CO₂に減少しています。 

平成 30（2018）年度における用途別の内訳は自動車が 86.7％、鉄道が 13.3％となってお

り、自動車からの排出量が多くを占めています。 

本市の自動車保有台数は増加傾向にあるものの、自動車の燃費向上や次世代自動車の普及、

エコドライブの普及などの要因により、運輸部門の二酸化炭素排出量が基準年度と比較して減

少したことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■運輸部門における二酸化炭素排出量の推移              ■用途別の排出量内訳 
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⑤廃棄物分野（非エネルギー起源CO₂） 

生ごみや紙くずなどのバイオマスの焼却に伴う排出は、植物により大気中から一度吸収され

た二酸化炭素が再び大気中に排出されるものであり、カーボンバランスは一定であると考えら

れるため、廃棄物分野（非エネルギー起源 CO₂）では一般廃棄物中に含まれる化石燃料由来の

ごみ（プラスチック、合成繊維くず）の焼却に伴う排出を算定しています。 

廃棄物分野の二酸化炭素排出量は、平成25（2013）年度の7.9千t-CO₂から平成30（2018）

年度の 13.9 千 t-CO₂に増加しています。 

本市の一般廃棄物焼却量は増加傾向にあり、それに伴う化石燃料由来のごみの焼却量の増加

により、廃棄物分野の二酸化炭素排出量が基準年度と比較して増加したことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■廃棄物分野における二酸化炭素排出量の推移      ■廃棄物種別の排出量内訳 

 

 

⑥その他ガス（メタン、一酸化二窒素） 

その他ガス排出量は、平成 25（2013）年度の 12.3 千 t-CO₂から平成 30（2018）年度の

11.9 千 t-CO₂に減少しています。 

平成 30（2018）年度におけるガス種別の内訳はメタンが 93.3％、一酸化二窒素が 6.7％

を占めています。 

本市の水稲・耕地作付面積は減少傾向にあることから、農業分野のメタンの排出量が基準年

度と比較して減少したことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ■その他ガス排出量の推移          ■ガス種別の排出量内訳  
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６-５ 温室効果ガス排出量の将来推計と削減目標 

（１）温室効果ガス排出量の将来推計 

①現状維持ケースにおける温室効果ガス排出量 

将来的に見込まれる温室効果ガスの排出状況を考慮するために、今後の追加的な地球温暖化

対策を見込まないまま推移した場合に当たる現状維持ケース（BAU）※の温室効果ガス排出量

を推計します。温室効果ガス排出量と相関のある人口や各部門と関連が深いと考えられる指標

などを活動量として設定し、直近年度における温室効果ガス排出量に活動量の変化率を乗じる

ことで推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

■現状維持ケース（BAU）の推計における基本事項 

ガス種 部門・分野 活動量指標 推計手法 

エネルギー
起源 CO₂ 

産
業
部
門 

農林水産業 就業者数 
現状年度（平成 30（2018）年度）の
値で推移するものとして推計 

建設業・鉱業 就業者数 
現状年度（平成 30（2018）年度）の
値で推移するものとして推計 

製造業 製造品出荷額等 過去の実績値の回帰分析により推計 

業務その他部門 延床面積 過去の実績値の回帰分析により推計 

家庭部門 人口 
印西市総合計画における将来人口など
の見通しの推計値を利用 

運
輸
部
門 

自動車 人口 人口と同様に推移するものとして推計 

鉄道 人口 人口と同様に推移するものとして推計 

エネルギー
起源 CO₂以
外のガス 

廃棄物分野 一般廃棄物焼却量 過去の実績値の回帰分析により推計 

農業分野 水稲作付面積 過去の実績値の回帰分析により推計 

(注)「区域施策編」目標設定・進捗管理支援ツール（環境省）を使用し算定した。 

  

現状維持ケース排出量 ＝ 直近年度の温室効果ガス排出量 × 活動量の変化率 

活動量の変化率   ＝ 
対象年度における活動量の推計値 

直近年度における活動量 
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今後、新たな地球温暖化対策が講じられず、現状の対策のままで推移した場合、令和 12

（2030）年度における現状維持ケース（BAU）の温室効果ガス排出量は 693.4 千 t-CO₂とな

り、基準年度である平成 25（2013）年度と比較して 122.4 千 t-CO₂（21.4％）の増加が見

込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現状維持ケース（BAU）の推計結果 

 

種別 部門・分野 
2013 年度 

（基準年度） 
2030 年度 

(現状維持ケース) 

エネルギー 
起源 CO₂ 

 農林水産業 21.7  28.9 

 建設業・鉱業 6.4  4.3 

 製造業 26.2  64.2 

産業部門 54.3  97.4 

業務その他部門 225.9  301.9 

家庭部門 119.0  109.4 

 自動車 130.4  137.8 

 鉄道 21.1 21.1 

運輸部門 151.5 158.9 

 小計 550.7 667.6 

エネルギー起源
CO₂以外のガス 

廃棄物分野 8.4 14.6 

農業分野 11.9 11.1 

 小計 20.2 25.7 

温室効果ガス 合計 571.0 693.4 

増減量 ― +122.4 

(注)合計値は、端数処理により合計値と一致しない場合がある。  

2013 年度 
（基準年度） 

2030 年度 
（目標年度） 
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②電気の二酸化炭素排出係数の低減による削減見込量 

電気の二酸化炭素排出係数は、温室効果ガス排出量に大きく影響を及ぼす項目の一つです。

「2030 年度におけるエネルギー需給の見通し」では、令和 12（2030）年度の国全体の電気

の二酸化炭素排出係数の目標値は 0.25kg-CO₂/kWh とされています。 

本市で使用される電気の二酸化炭素排出係数についても同様に、現状年度の排出係数

0.468kg-CO₂/kWh から 0.25kg-CO₂/kWh に低減した場合、令和 12（2030）年度において

134.9 千 t-CO₂の削減が見込まれます。 

 

■電気の使用に伴う温室効果ガス排出量 

部 門 ① ② ③=（①×②） ④ ⑤=（③-④） 

（電気を使用 

する部門のみ） 

現状維持 

ケース 

(千 t-CO₂) 

電力 

比率 

電気の使用に伴う 2030 年度温

室効果ガス排出量(千 t-CO₂) 
削減見込量 

(千 t-CO₂) 
現状の係数 係数低減後 

 農林水産業 28.9 24.1% 7.0 3.7 3.2 

 建設業・鉱業 4.3 31.5% 1.3 0.7 0.6 

 製造業 64.2 22.1% 14.2 7.6 6.6 

産業部門計 97.4 36.4% 22.5 12.0 10.5 

業務その他部門 301.9 56.3% 170.0 90.8 79.2 

家庭部門 109.4 69.4% 76.0 40.6 35.4 

運輸部門（鉄道） 21.1 100.0% 21.1 11.3 9.8 

合  計 529.8 ― 289.6 154.7 134.9 

(注)合計値は、端数処理により合計値と一致しない場合がある。 

(注)①から⑤の数値の説明は以下のとおりである。 

①：現状維持ケース（BAU）の 2030 年度の温室効果ガス排出量 

②：①の排出量のうち、電気の使用により排出される温室効果ガスの割合 

③：電気の使用による 2030 年度の温室効果ガス排出量(現状年度の電気排出係数 0.468kg-CO2/kWh を使用) 

④：電気の使用による 2030 年度の温室効果ガス排出量(2030 年度目標の電気排出係数 0.25kg-CO2/kWh) 

⑤：電気の排出係数の低減により見込まれる削減量 
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③国などと連携して進める対策による削減見込量 

国の「地球温暖化対策計画」（令和３（2021）年 10 月）」に基づき、国が地方公共団体や事

業者などと連携して進める各種対策による温室効果ガスの削減見込量を推計しました。 

その結果、令和 12 (2030)年までに約 162.7 千ｔ-CO₂の削減見込量が見込まれます。 

 

■国などと連携して進める対策による削減見込量 

部門 対策内容 
削減見込量 

（千 t-CO₂） 

産業部門 

省エネルギー性能の高い設備・機器などの導入促進 2.1 

業種間連携省エネルギーの取組推進 0.2 

ＦＥＭＳを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 0.7 

業務その他

部門 

建築物の省エネルギー化 11.0 

高効率な省エネルギー機器の普及 -0.8 

トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 7.6 

ＢＥＭＳの活用、省エネルギー診断等を通じた徹底的なエネルギ

ー管理の実施 
4.7 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 0.1 

家庭部門 

住宅の省エネルギー化 4.8 

高効率な省エネルギー機器の普及 4.6 

トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 2.6 

ＨＥＭＳ・スマートメーター・スマートホームデバイスの導入や

省エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 
4.6 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 0.2 

運輸部門 

次世代自動車の普及、燃費改善 18.5 

道路交通流対策 2.5 

環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグ

リーン化 
0.3 

公共交通機関及び自転車の利用促進 1.2 

トラック輸送の効率化、共同輸配送の推進 6.7 

モーダルシフトの推進 2.8 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 5.5 

廃棄物分野 廃棄物処理における取組 3.8 

横断的施策 
再生可能エネルギーの最大限の導入 78.8 

食品ロス対策 0.2 

合      計 162.7 

(注)業務その他部門における高効率な省エネルギー機器の普及は、電気の二酸化炭素排出係数の変動の影響によ

り現状年度の削減見込量を下回ります。 

(注)削減見込量は、端数処理の関係から合計と一致しない場合があります。  
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（２）温室効果ガス排出量の削減目標 

国は、「地球温暖化対策計画」において、令和 12（2030）年度における温室効果ガス排出

量を平成 25（2013）年度比で 46％削減する中期目標を掲げています。 

本市においても、国と同様に令和 12（2030）年度までに平成 25（2013）年度比 46％削

減を目指すこととします。 

また、令和 12（2030）年度以降についても、国の 2050 年カーボンニュートラル表明や県

の 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言などを踏まえ、更なる温室効果ガス排出量の削減に

向けた取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■温室効果ガス排出量の削減目標 
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 ■温室効果ガス排出量の削減目標 

区分 項目 

温室効果ガス 

排出量 

(千 t-CO₂） 

増減率 

基準年度 平成 25（2013）年度 排出量 571.0 ― 

目標年度 

 

増 

減 

量 

現状維持ケース ＋122.4 +21.4％ 

電気の二酸化炭素排出係数の低減 -134.9 -23.6％ 

国などと連携して進める対策 -162.7 -28.5％ 

削減目標の達成に向けた取組（緩和策） -87.7 -15.4％ 

令和 12（2030）年度 排出量 308.1 -46.0％ 

 

本市では東京都心や成⽥国際空港へのアクセスなどの地理的優位性から、大型商業施設や物

流の拠点施設、データセンターなどの企業進出が進み、今後 10 年間において、特に業務その

他部門における電気使用量が急激に増加することが見込まれています。 

一方で、それら企業の事業活動において、太陽光や風力、水力発電などの再生可能エネルギ

ー由来の電気や熱が使用される場合は、市域の温室効果ガス排出量に影響を与えないことも考

えられます。 

したがって、進行管理においては、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度※」を活用し、

温室効果ガスを多量に排出する者（特定事業所）の排出量の実績値を用いることで、市域の温

室効果ガス排出量を注視するとともに、特定事業所に対しては、必要に応じて再生可能エネル

ギーへの転換を促すなど、削減目標の達成に向けた取組を推進していきます。 
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６-６ 削減目標の達成に向けた取組（緩和策） 

（１）緩和策の方針 

温室効果ガス排出量削減目標の達成に向けて、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの

利用促進、環境に配慮したまちづくりの推進に取り組みます。 

なお、緩和策の方針は本計画の基本目標４「カーボンニュートラルの実現に向けた地球環境

にやさしいまちづくり」における個別目標１「温室効果ガスの排出抑制」の施策に基づきます。 

 

（２）緩和策の内容 

省エネルギーの推進 

建築物の省エネルギー化 担当課 

〇エネルギー効率の高い住宅用省エネルギー設備に対して補助金を交付

し、導入支援を行います。 
環境保全課 

〇建物の省エネルギー化や ZEH・ZEB の普及に向け、新築・改修における

メリットや補助制度について市民・事業者へ情報提供を行います。 
環境保全課 

 

省エネルギー性能の高い設備・機器などの導入促進 担当課 

〇家庭や事業所における省エネルギー性能の高い設備・機器の普及に向け

た情報提供を行います。 
環境保全課 

 

徹底的なエネルギー管理の実施 担当課 

〇家庭で使うエネルギーの管理システムである HEMS・スマートメーター※・

スマートホームデバイス※などについての情報提供を通じて、家庭にお

ける徹底的なエネルギー管理の実施を促進します。 

環境保全課 

〇ビルや工場において効率的なエネルギーマネジメントが実施されるよ

う、BEMS や FEMS※ などについて調査・研究するとともに、普及に向

けた情報提供を行います。 

環境保全課 

 

エコライフの普及・促進 担当課 

〇COOL CHOICE や環境家計簿※の普及啓発により、環境負荷の少ないラ

イフスタイルへの転換を促進します。 
環境保全課 

〇家庭や事業所におけるグリーンカーテンの設置を促進します。 環境保全課 
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再生可能エネルギーの利用促進 

家庭・事業所における再生可能エネルギーの利用促進 担当課 

〇再生可能エネルギー由来の電力の利用を促進するため、市民・事業者に

対しエネルギー転換に関する情報提供を行います。 
環境保全課 

〇再生可能エネルギーと併設する蓄電設備に対する補助により、家庭にお

けるエネルギーの自家消費を促進します。 
環境保全課 

 

バイオマス・その他未利用エネルギーの活用促進 担当課 

〇間伐材や剪定枝、竹材など、木質バイオマス燃料の利用に関する情報収

集を行い、バイオマスエネルギー※の活用に向けた調査・研究を行いま

す。 

農政課 

環境保全課 

〇次期中間処理施設整備事業に伴い、ごみ処理の過程から発生する未利用

エネルギーを新たなエネルギー源として活用するため、関係機関と協議・

検討していきます。 

クリーン推進課 

環境保全課 

 

再生可能エネルギーの地産地消の推進 担当課 

〇再生可能エネルギーの地産地消につながる仕組みづくりに向けて、調査・

研究を行います。 
環境保全課 
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環境に配慮したまちづくりの推進 

公共交通と自転車・徒歩利用の促進 担当課 

〇市民が利用しやすい交通環境の整備に向け、路線バスの利用促進を行う

とともに、交通不便地域におけるふれあいバスやデマンド交通の充実を

図り、市民ニーズや地域の状況に応じた移動手段を、事業者、関係機関

及び行政が協力のもと確保できるよう検討していきます。 

交通政策課 

〇安全に歩行できる環境の整備に向け、歩道の適正な管理に努めます。 土木管理課 

〇自家用車から公共交通や自転車などへの転換につながるよう、利用環境

の整備を行うとともに、シェアサイクル※の普及に向けた調査・研究を行

います。 

環境保全課 

関係各課 

 

モビリティの低炭素シフト 担当課 

〇環境負荷の少ない次世代自動車の普及に向けて、電気自動車や燃料電池

自動車、V2H※などの導入支援を検討します。 
環境保全課 

〇自動車利用における環境負荷を低減するため、カーシェアリングなど新

しい交通手段について調査・研究するとともに、普及に向けた情報提供

を行います。 

環境保全課 

〇加減速の少ない運転やアイドリングストップなどのエコドライブの普及

啓発に努めます。 
環境保全課 

 

持続可能な脱炭素型の地域づくりへの転換 担当課 

〇豊かな自然環境を保全・活用するとともに、拠点となるエリアにその特

性に応じた都市機能を集積し、公共交通によるネットワークを形成する

ことで、地域のエネルギー効率の向上や環境負荷の低減を図ります。 

環境保全課 

都市計画課 

交通政策課 

 

廃棄物処理における取組の推進 担当課 

〇ごみの発生抑制やごみの分別・リユース・リサイクルにより、廃棄物処

理に伴う二酸化炭素排出量を削減します。 
クリーン推進課 

 

森林の保全・緑化の促進 担当課 

〇谷津と台地を中心とした里山の保全や緑化の促進により、二酸化炭素の

吸収源である緑を保全・創出します。 

環境保全課 

関係各課 
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６-７ 気候変動の影響を回避・軽減する取組（適応策） 

（１）印西市における気候変動影響評価 

気候変動の影響は、地域の特性によって大きく異なるため、地域の実情に応じた施策を計画

に基づいて展開することが重要となっています。 

国の気候変動影響評価報告書では、科学的知見に基づき「農業・林業・水産業」「水環境・

水資源」「自然生態系」「自然災害・沿岸域」「健康」「産業・経済活動」「国民生活・都市生活」

の 7 つの分野を対象として、「重大性」「緊急性」「確信度」の 3 つの観点から気候変動が与え

うる影響について評価しています。 

本市における気候変動影響予測については、国の「気候変動影響評価報告書」をもとに、市

に適さない情報を除き、本市において気候変動による影響が既に生じている、または今後生じ

る可能性がある分野・項目について、整理しました。 

 

■国の気候変動による影響評価の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

重大性：影響の程度・発生可能性・回復の困難さ・持続的な脆弱性や規模の観点で判断 

     されています。 

 

緊急性：影響が発現する時期や、適応の着手・重要な意思決定が必要な時期の観点で判 

     断されています。 

 

確信度：証拠の種類、量、質、整合性、専門家の見解の一致の観点で判断されています。 
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■印西市における気候変動の影響評価 

分野 大項目 小項目 
国の評価 

重大性 緊急性 確信度 

農業・林業 

農業 

水稲 〇 〇 〇 

野菜等 ◇ 〇 △ 

果樹 〇 〇 〇 

麦・大豆・飼料作物等 〇 △ △ 

畜産 〇 〇 △ 

病害虫・雑草等 〇 〇 〇 

農業生産基盤 〇 〇 〇 

食糧需給 ◇ △ 〇 

林業 
木材生産（人工林等） 〇 〇 △ 

特用林産物（きのこ類等） 〇 〇 △ 

水環境・ 
水資源 

水環境 
湖沼 〇 △ △ 

河川 ◇ △ □ 

水資源 
水供給（地表水） 〇 〇 〇 

水供給（地下水） 〇 △ △ 

自然生態系 

陸域生態系 

自然林・二次林 〇 〇 〇 

里地・里山生態系 ◇ 〇 □ 

人工林 〇 〇 △ 

淡水生態系 
湖沼 〇 △ □ 

河川 〇 △ □ 

その他 

生物季節 ◇ 〇 〇 

分布・個体群の移動（在来種） 〇 〇 〇 

分布・個体群の移動（外来種） 〇 〇 △ 

自然災害・ 
沿岸域 

河川 
洪水 〇 〇 〇 

内水 〇 〇 〇 

山地 土石流・地すべり等 〇 〇 〇 

その他 強風等 〇 〇 △ 

健康 
暑熱 

死亡リスク等 〇 〇 〇 

熱中症等 〇 〇 〇 

感染症 節足動物媒介感染症 〇 〇 △ 

国民生活・ 
都市生活 

ライフライン等 水道、交通等 〇 〇 〇 

その他 暑熱による生活への影響等 〇 〇 〇 

(注)凡例は以下の通りです。 

【重大性】〇：特に重大な影響が認められる、◇：影響が認められる 

【緊急性】〇：高い、△：中程度、□：低い 

【確信度】〇：高い、△：中程度、□：低い 

（出典 環境省） 
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（２）適応策の方針 

本市において既に起きている、または今後予測される気候変動による影響を回避 ・軽減するた

め、気候変動の影響への対策、気候変動の影響に対する理解促進に取り組みます。 

なお、適応策の方針は本計画の基本目標４「カーボンニュートラルの実現に向けた地球環境に

やさしいまちづくり」における個別目標２「気候変動への適応」の施策に基づきます。 

 

（３）適応策の内容 

気候変動の影響への対策 

農業・林業 担当課 

〇気候変動による農作物への影響に関する情報収集に努めます。 農政課 

〇日照不足、高温といった気象条件や、自然災害に対する管理・技術対策、

病害虫発生予報などについて農業者へ周知します。 
農政課 

 

水環境・水資源 担当課 

〇「公共下水道計画」に基づき、下水道雨水幹線などの雨水排水施設を計

画的に整備します。 
下水道課 

〇気候の変動により河川水質に変化が生じる可能性があるため、河川や地

下水などの水質調査を引き続き実施します。 
環境保全課 

 

自然生態系 担当課 

〇気候変動に伴う外来生物の定着による在来生物への影響を把握するた

め、市民・市民団体などからの情報収集に努めるとともに、外来生物の

防除に関する啓発を行います。 

環境保全課 

 

自然災害・沿岸域 担当課 

〇自主防災組織の結成促進やハザードマップの周知、防災情報の提供など

により、災害時の地域防災力強化や被害軽減を図ります。 
防災課 

〇農地が雨水を貯留し洪水被害を軽減するグリーンインフラとしての機能

を発揮できるよう耕作放棄地・休耕⽥の発生抑制に努めます。 

環境保全課 

農政課 

 

健康 担当課 

〇市の広報紙やホームページなどで熱中症の注意喚起や熱中症対策に関す

る情報提供を行います。 
健康増進課 

 

国民生活・都市生活 担当課 

〇ヒートアイランドによる暑熱を回避する空間として、都市公園をはじめ

とする街中の緑を適正に管理します。 

都市整備課 

関係各課 
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気候変動の影響に対する理解促進 

分野横断的な取組 担当課 

〇市民や事業者、研究機関などと連携し、本市における気候変動の影響に

関連する情報を継続して収集し、最新の科学的知見とあわせて市民・事

業者へ情報提供を行います。 

環境保全課 

関係各課 

 

 



 

第７章 
市民・事業者の環境行動指針 

 

 

７-１ 豊かな自然の恵みを受け潤いと安らぎを

感じられるまちづくり 

７-２ 安心で快適なずっと住み続けたいと思え

るまちづくり 

７-３ 限りある資源を有効に活用した持続可能

な美しいまちづくり 

７-４ カーボンニュートラルの実現に向けた地球

環境にやさしいまちづくり 

７-５ パートナーシップを構築し協働で環境保全

に取り組むまちづくり 
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印西市民憲章には、「美しいふるさとに誇りを持ち、環境にやさしいまちをつくります。」を

掲げており、市民一人ひとりが環境にやさしいまちを目指すこととしています。 

本市が目指す将来環境像の実現には、環境施策の充実を図ることはもとより、印西市民憲章

に掲げた行動規範の実践として、市民の日常生活や事業者の事業活動において、環境への配慮

や環境の保全に向けた取組を発展させていくことが重要です。 

以下の環境行動指針を参考に本市の市民・事業者が常に環境配慮行動を実践・展開すること

で、市民・事業者・行政の三者協働による、将来環境像の実現を目指すものとします。 
 

７-１ 豊かな自然の恵みを受け潤いと安らぎを感じられるまちづくり 

（１）谷津と台地を中心とした里山の保全 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 観察会や勉強会などを通じて里山の現状

や保全について理解するとともに、維持

管理活動に参加します。 

 低農薬や有機農業で栽培された農作物の

購入や地産地消を積極的に取り入れ、市

内の農業を応援します。 

 「ふるさと農園」の利用を通じて農業に

ふれあう機会を持ちます。 

 

 樹林地の減少につながる開発や土地の埋

立てを控えるなど、所有している樹林地

を将来にわたり良好に保つよう努めま

す。 

 有機栽培など環境保全型農業や地産地消

に取り組み、担い手の育成に努めます。 

 

（２）生きものの生息・生育空間の保全 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 生きものの生息環境の理解と保全に努

め、むやみに生きものを傷つけません。 

 家で飼っている生きものや植物を自然界

に放したり、植えたりしません。 

 野生鳥獣には絶対にエサをあたえませ

ん。 

 皆が気持ちよく水辺と触れ合えるよう

に、水辺を汚さない利用を心がけます。 

 事業所の緑地における在来種植栽を推進

し、地域の生態系ネットワークに組み込

まれ、生物多様性保全に貢献するよう配

慮します。 

 建設・土木工事は生態系に配慮した工法

や時期の選択に努めます。 

 水辺空間を改変する際は、多様な自然が

保たれるよう配慮した工法に努めます。 

   

第 ７ 章 市民・事業者の環境行動指針    
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（３）暮らしと自然のつながりの確保 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 公園を積極的に利用して、自然に親しむ

とともに、生垣や植栽などにより、居住地

内緑化に努めます。 

 まちに調和した景観保全活動に積極的に

参加します。 

 巨樹・巨木林、屋敷林・社寺林の保全に協

力します。 

 地域の祭りや伝統行事に積極的に参加し

ます。 

 ガイドマップなどを活用し、歴史や文化

財に積極的にふれるようにします。 

 

 開発工事の際は、事業所の緑化や公開空

地の設置などに努め、周辺との調和を図

ります。 

 屋外広告物を設置する場合は、周辺の景

観に配慮し、良好な景観が保たれるよう

配慮します。 

 地域の祭りや伝統文化には事業者として

積極的に参加します。 

 

在来種との付き合い方 

１．むやみに採らない 

昆虫などの動物やきれいな植物など、野外にいる生きものをむやみに採ることはやめまし

ょう。 

その場所でしか生きられない生きものは、持ち帰っても死んだり枯れたりしてしまうほか、

たくさん採ることで生態系のバランスを崩してしまう恐れがあるため、観察後・採取後は生き

たまま元の場所に戻すことがもっとも大切です。 

 

２．見守る 

貴重なラン類の生育地やオオタカの巣などを見つけた場合は、環境の変化やストレスを与

えないように見守ることが大切です。 

また、貴重な動植物は持ち去られる危険性もあるため、情報共有には注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キンラン             オオタカの巣 
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７-２ 安心で快適なずっと住み続けたいと思えるまちづくり 

（１）良好な生活環境の保全 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 家庭でごみの焼却はしません。 

 食器を洗う際には、洗う前に油分や汚れ

を新聞紙などで拭き取り、汚水の抑制に

努めます。 

 環境にやさしい石鹸や洗剤を使用すると

ともに、適量を心がけます。 

 廃食油をリサイクルして作られた石鹸・

洗剤などの使用を心がけます。 

 公共下水道処理区域では、公共下水道に

速やかに接続し、公共下水道未整備地域

では、合併処理浄化槽を設置し、維持管理

を適正に行います。 

 不正な残土の埋立てを発見した場合、市

に通報します。 

 ピアノ、カラオケの使用やペットの鳴き

声などによって、近隣に迷惑をかけない

ようにします。 

 車両制限速度を守り、車両走行に伴う騒

音・振動を可能な限り低減します。 

 悪臭防止のために基本的なルールを守る

とともに、悪臭を放つ施設などがあった

場合は、市に通報します。 

 適度な照明により、近隣に迷惑をかけな

いようにします。 

 工場・事業場などからの排出ガスを適正

に処理し低減するとともに、ばい煙発生

施設の適正な維持管理に努めます。 

 工場・事業場などからの排水を適正に処

理し、水質汚濁物質の排出防止に努めま

す。 

 敷地に降った雨を一時的に貯め地中に浸

透させる、緑地、雨水浸透桝、透水性舗装、

グリーンインフラなどを活用すること

で、都市型水害の軽減や地下水涵養※に貢

献します。 

 飲食業では、調理くずや油を排水に流さ

ないように努め、環境にやさしい洗剤を

適正量で使用します。 

 地下水を採取する場合は、その周辺の地

盤沈下や水位の低下への影響を考慮し、

水資源の保護に十分留意するとともに、

水の有効利用及び節水に努めます。 

 堆肥の有効利用などを行い、化学肥料や

化学合成農薬の使用を減らします。 

 埋立てや一時堆積などによる土壌の汚染

及び災害の発生の防止に努めます。 

 車両制限速度を守り、車両走行に伴う騒

音・振動を可能な限り低減します。 

 近隣の環境に配慮した作業時間の設定

や、遮音壁の設置、低騒音型機械の使用な

どにより、騒音・振動の発生防止に努めま

す。 

 悪臭を放っていないか定期的に臭気を測

定し、悪臭を発生している場合は発生源

を調査し、施設及び使用する物質から悪

臭防止に努めます。 

 夜間景観に配慮するとともに、必要な照

明範囲以外に漏れる光を抑制します。 
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（２）有害化学物質対策の推進 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 緑の維持・管理には除草剤をなるべく使

用せず、殺虫剤・殺菌剤も必要以上に使用

しません。 

 有害化学物質を発生させる恐れのあるも

のは購入しないように努めます。 

 家庭で使用する化学物質などの情報を収

集し、適切に活用します。 

 放射性物質に関する基本的な知識と、正

しい対処法を身につけるとともに、市の

対策や検査結果などの情報を活用しま

す。 

 

 工場・事業場における有害化学物質の保

管・使用・輸送・廃棄など適正な管理に努

めます。 

 有害化学物質の使用を抑制するととも

に、有害化学物質の使用・排出実態につい

て、情報提供に努めます。 

 

再生可能エネルギー発電をめぐる地域とのトラブル事例 

太陽光発電を含む再生可能エネルギーは、日本のエネルギー供給の一翼を担う長期安定的

な主力電源となることが期待されており、平成 30（2018）年に閣議決定されたエネルギー基

本計画においては、長期安定的な主力電源として持続可能なものとなるよう、円滑な大量導入

に向けた取組を引き続き積極的に推進していくこととされています。 

一方で、太陽光発電事業の実施に伴い、土砂流出や濁水の発生、景観への影響、反射光によ

る生活環境への影響などの問題が生じる事例が増えています。また、動植物の生息・生育環境

の改変による自然環境への影響も懸念されています。 

本市においては、再生可能エネルギーの最大限の利用促進と、本市の最大の魅力である自然

環境を守る視点を踏まえて、地域に受け入れられる設置・運用の在り方について、市民・事業

者・行政が一体となって検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山岳パノラマ景観を阻害している事例      法面保護工が崩れて流出した事例 

 

出典：環境省（太陽光発電の環境配慮ガイドライン） 
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７-３ 限りある資源を有効に活用した持続可能な美しいまちづくり 

（１）不法投棄やポイ捨ての抑制・防止対策の推進 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 「ゴミゼロ運動」、「クリーン印西推進運

動」など地域の清掃活動に積極的に参加

します。 

 ごみやタバコのポイ捨ては絶対にせず、

ペットの散歩などで生じたフンなどは必

ず持ち帰ります。 

 ごみの不法投棄を発見した場合、市に通

報します。 

 

 事業所の敷地や周辺を定期的に清掃しま

す。 

 所有地の適切な管理を行い、美観の維持

や不法投棄の防止に努めます。 

 廃棄物は分別した後、処理業者に委託す

るなど適切に処理します。 

 

（２）3R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 マイバッグやマイボトルなどを持参し、

使い捨てプラスチック製品の使用を控え

ます。 

 不用な商品を購入しないよう努め、商品

をできる限り長く使用します。 

 過剰包装を断り、詰め替え製品などのご

みの出にくい製品を購入します。 

 消費期限・賞味期限の短い食材を購入す

ること、飲食店で食べ切れない量を注文

した場合は自己責任で持ち帰ることなど

を身近な習慣とします。 

 資源物の有効利用に取り組む店舗回収に

ついて、回収品目や回収方法などお店の

ルールに従って活用します。 

 エコマーク商品、リサイクル商品の購入

を積極的に進めます。 

 フリーマーケットなどに参加し、不用品

の交換、リサイクルを積極的に行います。 

 ごみの分け方や出し方を守り、ごみを適

正に処理します。 

 

 環境配慮型商品の利用促進、マイバッグ

運動の推進などを消費者へ呼びかけま

す。 

 製品の梱包・包装の簡素化を進め、詰め替

え製品などのごみの出にくい製品を開発

します。 

 オフィスや社員食堂で使用するストロ

ー・カップを紙製に変更するなど、事業所

における使い捨てプラスチック製品の使

用を削減します。 

 建設資材には再生資材や再生できるもの

を使用し、建設副産物は全て再資源化し

ます。 

 物品を購入する際は、リサイクル製品や

分別廃棄が簡単な製品などを選びます。 
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エシカル消費を実践しよう 

人や社会、地球環境 ・地域に配慮した消費のことをエシカル消費といいます。例えば農薬や

肥料の基準を守って育てられた綿花を使用して作られたシャツを購入することは、産地の生

態系や働く人の健康を守ることにつながります。地元のものを買う地産地消や、障がい者施設

で作られたものを買うこともエシカル消費につながります。 

エシカル消費を実践することで、持続可能でより良い世界を目指す国際目標 SDGs の達成

にもつながります。ひとりひとりの消費が世界の未来を変える可能性を秘めていることを認

識し、エコマークや FSC 認証※、再生紙使用マーク、国際フェアトレード認証などの認証ラ

ベルについても参考にしながら、エシカル消費を実践しましょう。 

 

 

 

認証ラベル 

出典：消費者庁  
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７-４ カーボンニュートラルの実現に向けた地球環境にやさしいまちづくり 

（１）温室効果ガスの排出抑制 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 新築住宅については、ZEH や省エネルギ

ー性能に優れた住宅を検討するほか、既

存住宅については断熱改修などを検討し

ます。 

 「環境家計簿」などを通じて電気、ガス、

水道、ガソリンなどの省エネルギーに努

めます。 

 設定温度の調整、サーキュレーターの利

用などの工夫により、適切に冷暖房を使

用します。 

 節電対策として、緑のカーテン・よしず・

すだれなどの対策を実施します。 

 節水コマや節水シャワーヘッドなどの節

水型機器を導入し、家族で話し合いなが

ら節水に取り組みます。 

 家庭で使用する電力について、再生可能

エネルギー由来の電気を提供する電力会

社からの購入を検討します。 

 冷蔵庫やテレビ、エアコン、給湯器などの

身近な家電について、省エネルギー性能

の高い機器の導入を検討します。 

 太陽光発電システム・家庭用蓄電システ

ムなどの再生可能エネルギー設備の導入

を検討します。 

 次世代自動車の導入や環境にやさしい運

転（エコドライブ）の実践に努めます。 

 外出の際には、徒歩や自転車、公共交通機

関を利用し、自家用車の利用は控えます。 

 

 新設事業所については、ZEB や省エネル

ギー性能に優れた建築物を検討するほ

か、既設事業所については断熱改修など

を検討します。 

 節電・節水に努め、空調や照明などは省エ

ネルギー型機器を導入し、エネルギーの

使用削減に努めます。 

 緑のカーテンや屋上緑化など事業所や敷

地内の緑化に努めます。また、快適で歩き

たくなる接道部の環境整備に取り組み、

景観が美しく健康増進に寄与する街並み

整備に貢献します。 

 太陽光発電システムや太陽熱利用設備の

導入など、周辺環境と調和しながら積極

的な再生可能エネルギー設備の導入に努

めます。 

 次世代自動車の導入や環境にやさしい運

転（エコドライブ）の実践に努めます。ま

た、公共交通機関や自転車による通勤を

促進します。 

 食品、原材料、エネルギーなどの調達にお

いて、なるべく近隣地域で生産されたも

のを調達することで、輸送に伴う環境負

荷の低減や地域経済の発展に配慮しま

す。 
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（２）気候変動への適応 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 県や市の提供する防災情報（ハザードマ

ップや避難経路）を事前に確認します。 

 日頃から、食料・飲料・トイレを流したり

するための生活用水などの備えをしま

す。 

 こまめな水分補給、日差し対策などによ

り、熱中症の予防に努めます。 

 

 災害発生時の行動を確認し、備えをしま

す。 

 自然災害発生時に建物の倒壊・破損や倒

木などが起こらないよう、日ごろから点

検などを行います。 

 事業活動中の熱中症・感染症の予防に努

めます。 

 商業施設や公開空地などにおける、まち

なかのクールスポット創出に協力しま

す。 

 

 

省エネ性能を表示するラベルを活用して上手に家電を選ぼう 

家電製品の省エネ性能を表示する次の 3 つのラベルがあります。ラベルで省エネ性能がわ

かりやすく表され、製品を選ぶ際の目安とすることができます。 

電気冷蔵庫や照明器具、テレビ、エアコン、温水洗浄便座などが対象機種となっており、カ

タログや製品本体、包装など、見やすいところに表示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラベル 表示内容 

省エネルギーラベル 製品個々の省エネ性能が省エネ法で定められた目標基準を達成

しているかを表します。 

統一省エネラベル 製品の省エネルギー性能を星の数で表し、省エネルギーラベル

と目安電気料金を表します。 

簡易版統一省エネラベル 製品の省エネルギー性能を省エネルギーラベルと目安電気料金

により表します。 

  

出典：一般財団法人 家電製品協会ホームページ  
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７-５ パートナーシップを構築し協働で環境保全に取り組むまちづくり 

（１）自ら学び行動する人づくりの推進 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 環境に関する講演会や体験会、見学会な

どに積極的に参加し、環境の現状を理解

し学びます。 

 本やインターネット、メディア（テレビ、

新聞など）及び「印西市環境白書」を通じ

て環境に関する知識を高めます。 

 市民・事業者・行政の協働による環境イベ

ントの実施を検討します。 

 職場に環境保全の担当者又は担当組織を

設置し、従業員の環境への意識を高める

ため、研修や勉強会を開きます。 

 事業所で行う環境保全の取組や情報など

を市民に公開するとともに、専門知識や

技術などを活かし、企業による児童への

環境教育プログラムの提供を検討しま

す。 

 

 

 

（２）環境配慮行動の推進 

市民の環境配慮行動 事業者の環境配慮行動 

 環境に関して得た情報を家庭や友人と話

し合い実践につなげます。 

 日常生活の中で気がついた環境保全の工

夫を活かし、みんなで取り組みます。 

 環境モニターに参加するなど、環境に関

する情報を収集し、その評価をします。 

 環境保全を図る NPO などの市民活動団体

に積極的に参加するとともに、意見交換

の場などに参加し意見を述べます。 

 

 社員の環境活動の参加を推奨し、市民・行

政と協力しながら地域ぐるみで環境保全

活動を行います。 

 環境関係の法律や条例、地域との協定な

どの最新情報を把握するとともに、法の

順守を徹底します。 

 



 

第８章 
計画の推進 

 

 

８-１ 計画の推進体制 

８-２ 進行管理のしくみ 
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８-１ 計画の推進体制 

本市が目指す将来環境像の実現に向けて、本計画に掲げる各種施策を総合的かつ計画的に推

進するためには、各主体（市民・事業者・行政）が自主的・積極的な取組を実践するとともに、

参加・協働による各主体のパートナーシップを形成することが重要です。 

このことから、本計画の推進及び進行管理を行う組織体制を以下のとおり整備し、これらを

円滑に運営していくことで、本計画の実効性を確保していきます。 

 

（１）印西市環境審議会 

印西市環境審議会は、印西市環境審議会条例に基づき、学識経験者や関係行政機関職員、各

種団体代表、公募市民によって構成される組織です。市長の諮問に応じて、環境の保全に関す

る基本的事項について、多面的・専門的に調査審議し、意見・答申をします。 

 

（２）印西市環境推進会議 

印西市環境推進会議は、公募市民や市内事業者の代表によって構成される組織です。本計画

に基づく取組を推進するとともに、市民・事業者に対して環境行動指針に関する普及啓発を行

います。 

 

（３）印西市環境調整委員会 

印西市環境調整委員会は、庁内の各部の代表によって構成される組織です。本計画に掲げる

各施策の総合的な調整及び進行管理を行うとともに、その結果を事務局(環境保全課)に報告す

るなど、本計画の全庁的な推進を図ります。 

 

（４）各担当課 

庁内の各担当課は、所管する事務事業に本計画に掲げる施策等を反映させ、より具体的に取

組を推進します。また、各課・各施設に環境推進主任を置き、事務局（環境保全課）との連絡

調整や印西市環境調整委員会へ施策の進捗状況の報告を行います。 

  

第 ８ 章 計画の推進    
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（５）事務局（環境保全課） 

事務局（（環境保全課）は、印西市環境調整委員会及び各担当課からの進捗状況等の報告や印

西市環境審議会からの答申を受け、印西市環境白書をとりまとめるとともに、その結果を公表

します。また、印西市環境推進会議へ情報発信し、環境行動の定着を促します。 

 

（６）国、県、関係する地方公共団体、関係機関などとの連携・協力 

広域的な視点が必要な取組、あるいは技術的・財政的な理由などで市が単独で対応すること

が難しい取組については、国や県、関係する地方公共団体、関係機関などとの緊密な連携・協

力を図りながら対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜行政＞ 

諮問・報告 意見・答申 

支援・情報提供 
国、県 

関係する地方公共団体 

関係機関など 

連携 

 

協力 

 

第３次印西市環境基本計画の推進体制 

環 境 基 本 計 画 の 推 進  

＜市民・事業者＞ 

参加 
提案 
情報提供 

市民 事業者 
連携 

実践 
推進 
情報発信 

参加・協力 
意見・提案 
情報提供 

支援 
情報公開 
普及啓発 

 印西市環境審議会 

印西市環境推進会議 
調整 報告 

各担当課 

市長 

印西市環境調整委員会 

事務局 

（環境保全課） 
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８-２ 進行管理のしくみ 

（１）進行管理の基本的な流れ 

本計画で定めた各種取組を着実に実践しつつ、継続的な改善を図っていくために、進行管理

の仕組みを構築します。 

進行管理の仕組みは、Ｐ（Plan：計画）→Ｄ（Do：実行）→Ｃ（Check：点検・評価）→Ａ

（Action：見直し）という「ＰＤＣＡサイクル」を基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）取組の点検・評価及び見直し 

本計画を円滑に推進するため、毎年度、庁内関係各課において施策の取組状況や目標の達成

状況を点検・評価し、印西市環境審議会からの意見を各種取組の改善に活かします。 

また、年次報告書として印西市環境白書をとりまとめ、広く公表することで、市民・事業者

の環境行動の充実に繋げます。 

本計画は令和 13（2031）年度までを計画期間としますが、社会経済活動の変化や国・県の

動きなどに応じて、計画の施策内容や指標などについて見直しを図ります。 

〇計画の策定・改定 
〇取組の設定 

〇取組の推進 

〇取組の見直し 
〇社会経済活動の
変化や国・県の動
きなどに応じた
見直し 

〇取組の点検・評価 
〇印西市環境白書
の公表 

ＰＤＣＡサイクル 
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資料１ 印西市環境基本条例 

印西市環境基本条例 

平成 11 年 3 月 19 日条例第２号 
 

目次 

第１章 総則（第１条ー第７条） 

第２章 環境の保全に関する基本的施策等（第８条ー第 20 条） 

第３章 地球環境保全の推進（第 21 条） 

第４章 環境の保全の推進体制等（第 22 条・第 23 条） 

附則 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務

を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境

の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化

的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(１) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の

原因となるおそれのあるものをいう。 

(２) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚

染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態

に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確

保に寄与するものをいう。 

(３) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚

染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。）、

土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下（鉱物の採掘のための土地の

掘削によるものを除く。以下同じ。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活

に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含

む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全は、現在及び将来の市民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、その環境が

将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減すること

その他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的

に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、持続的に発展する

ことができる社会の構築を旨とし、環境の保全上の支障を未然に防止するよう行わなければ

ならない。  
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３ 環境の保全は、環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、生物の多様性が確保され、

及び人と自然が共生できるよう多様な自然環境が体系的に保全されることにより、地域の自

然、文化、産業等の調和のとれた快適な環境を実現していくよう行われなければならない。 

４ 地球環境保全は、地域の特性を活かして、国際協力の見地から積極的に推進されなければな

らない。 

（市の責務） 

第４条 市は、環境の保全を図るため、地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、環境への

負荷の低減に努め、又は自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ず

る責務を有する。 

２ 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動

を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な

処理が図られることとなるように必要な情報の提供その他の措置を講ずる責務を有する。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加

工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用

され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な措置を講ずるよ

う努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原

材料、役務等を利用するように努めなければならない。 

４ 前各項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとと

もに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、環境への負荷の

低減に配慮し、公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を

有し、地域の環境保全活動に積極的に参加するように努めるものとする。 

（施策等の公表） 

第７条 市長は、毎年、環境の状況、環境の保全に関する施策の実施状況等を公表するものとす

る。 

 

第２章 環境の保全に関する基本的施策等 

（環境基本計画の策定） 

第８条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、印西市環境基

本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 環境の保全に関する長期的な目標 

(２) 環境の保全に関する施策の方向  
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(３) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ印西市環境審議会の意見を聴かな

ければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（市の施策の策定等に当たっての配慮） 

第９条 市は、施策に関する計画の策定及び施策の実施に当たっては、環境の保全に十分配慮し

なければならない。 

（環境の保全上の支障を防止するための規制） 

第 10条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、次の各号に掲げる必要な規制の措置を講

ずるものとする。 

(１) 公害を防止するために必要な規制の措置 

(２) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するた

めに必要な規制の措置 

２ 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止す

るため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。 

（環境の保全に関する協定の締結） 

第 11条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、事業者等と環境の保全に関する必要な協

定を締結するように努めるものとする。 

（環境の保全上の支障を防止するための経済的措置） 

第 12条 市は、事業者又は市民が自ら環境への負荷を低減するための施設の整備その他の適切

な措置を執るように誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があ

るときは、適正な助成措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 市は、事業者又は市民が自ら環境への負荷の低減に努めるように誘導することにより環境

の保全上の支障を防止するため、適正な経済的負担を求める措置について調査及び研究を行

い、その結果、その措置が特に必要であるときは、市民の理解のもとに、その措置を講ずるよ

うに努めるものとする。 

（環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進） 

第 13条 市は、下水道その他の環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備その他環境の保

全に関する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用

のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進等） 

第 14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者とともに、資源の循環的な利

用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように努めるものとする。 

２ 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進さ

れるように努めるものとする。  
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（市民の意見の反映） 

第15条 市は、環境の保全についての施策に市民の意見を反映させるため、環境の保全につい

ての施策のあり方等について市民から提言を受けるための措置その他必要な措置を講ずるも

のとする。 

（環境の保全に関する学習の推進） 

第16条 市は、市民及び事業者が環境の保全への理解を深めるとともに、これらの者の環境の

保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全に関する学習の機会

の提供、広報活動の充実その他必要な措置を講じ、環境の保全に関する学習の推進を図るもの

とする。 

（民間団体等の自発的な活動を促進するための措置） 

第 17 条 市は、市民、事業者又はこれらの者の構成する民間の団体が自発的に行う緑化活動、

再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動を促進するため、必要な支援措置

を講ずるものとする。 

（情報の提供） 

第18条 市は、市民に対して環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供

するように努めるものとする。 

（調査の実施） 

第19条 市は、環境の状況の把握又は今後の環境の変化の予測に関する調査その他環境を保全

するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。 

（監視等の実施） 

第20条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必

要な監視、測定、試験及び検査の体制を整備するとともにその実施に努めるものとする。 

 

第３章 地球環境保全の推進 

第21条 市は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。 

 

第４章 環境の保全の推進体制等 

（環境の保全の推進体制の整備） 

第22条 市は、事業者及び市民との協力により、環境の保全を推進するための体制を整備する

ものとする。 

（県等との協力） 

第23条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策について、県その他の行

政機関と協力して、その推進を図るものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成 11 年４月１日から施行する。 
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資料２ 印西市民憲章 

印西市民憲章 

（平成 22 年 9 月 11 日制定） 

わたくしたちの印西は、 

ゆうゆうと流れる利根川、 

水鳥飛び交う印旛沼、手賀沼に囲まれ、 

緑豊かな田園と新旧の街並みが織り成す 

調和のとれた美しいまちです。 

わたくしたちは、先人の築いた歴史と伝統を受け継ぎながら、 

輝かしい未来に向かって、 

一人ひとりが主役となる元気なまちをつくるためにこの憲章を定めます。 

 

平成 22 年 3 月 23 日に、印西市、印旛村、本埜村が合併し、新「印西市」が誕生しました。合併によ

り新たに誕生した印西市は、北に雄大な利根川、東に印旛沼、西に手賀沼を有し、水に恵まれるとともに

緑あふれる田園が広がっています。また、歴史に育まれた街並みと千葉ニュータウンの都市機能が調和し

た新たな魅力を持つまちです。 
 

 私たちは、先人の築いた歴史と伝統を受け継ぎ、それらを後世に伝えていかなければなりません。これ

から未来に向かって、市民一人ひとりがまちづくりの主役となり、誰もがふるさとと呼べる元気なまちを

つくるためにこの憲章を定めるものです。 
 

1 美しいふるさとに誇りを持ち、環境にやさしいまちをつくります。 

本市は豊かな自然を有しています。私たちは、この自然あふれる美しいふるさとに誇りを持ち、これ

からも自然を保護、保全していかなければなりません。また、自然環境に対する負荷の軽減等を図るこ

とは、地球規模で人に課せられた責務であり、市民一人ひとりが環境にやさしいまちを目指すものです。 
 

1 互いに助け合い、お年寄りや子どもを大切にし、安全で安心なまちをつくります。 

私たちは、人間尊重の心を忘れずに、社会のために尽くされてきたお年寄りに感謝するとともに、将

来を担う子どもたちに夢と希望を与え、元気に育つよう願うものです。お互いが社会の一員として、助

け合い協力し合い、連帯感を持ちながら地域が一つになって、安全な生活環境を整え、誰もが安心して

暮らせるまちを目指すものです。 
 

1 ともに学び、教養を高め、文化の薫り高いまちをつくります。 

私たちが毎日充実した生活を営むためには、古くからの伝統や慣習を受け継ぎながら、生涯にわたっ

て学び合うことが大切です。心豊かな人生を送るために、さまざまな文化に触れ、教養を高め、文化の

薫り高いまちを目指すものです。 
 

1 スポーツに親しみ、健康で明るいまちをつくります。 

私たちが生活をしていくためには、心身ともに健康であることが大切です。スポーツを楽しんだり、

一人ひとりが継続できる健康法を身につけ、健康で明るいまちを目指すものです。 
 

1 働くことを喜びとし、進んで地域に参加する、活力のあるまちをつくります。 

私たちの生活において大切なことは、健康で働きながら、豊かでゆとりある地域社会を形成すること

です。私たち一人ひとりが働くことに喜びを感じ、地域経済の活性化を進めるとともに、進んで地域に

参加し、市民活動の輪を広げることで、活力あふれる豊かなまちを目指すものです。  
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資料３ 印西市環境審議会委員・印西市環境推進市民会議・印西市環境推進事業者会議委員 

■印西市環境審議会委員 

氏  名 所属団体 在任期間 

◎ 岩井 誠 学識経験者 令和元年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日 

 阿部 純   〃 令和元年 10 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日 

 鈴木 康雄   〃 令和元年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日 

 丹澤 正直   〃 令和元年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日 

 石川 昭彦 印西市立平賀小学校 令和元年 10 月 1 日～令和 3 年 3 月 30 日 

 片倉 恵美子 印西市女性の会 令和元年 10 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日 

 山本 和弘 印西市商工会 令和元年 10 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日 

 押田 正雄 公募市民 令和元年 10 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日 

 富澤 利明 印西市町内会自治会連合会 令和 2 年 7 月 6 日～令和 5 年 9 月 30 日 

 湯浅 正人 印旛地域振興事務所地域環境保全課 令和 2 年 7 月 6 日～令和 5 年 9 月 30 日 

 小川 勉 印西市立平賀小学校 令和 3 年 4 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日 

 薄井 学 印西市商工会 令和 3 年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日 

 岩井 とし子 印西市女性の会 令和 3 年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日 

 山﨑 幸雄 印西市農業委員会 令和 3 年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日 

◎：会長（敬称略） 

■印西市環境推進市民会議委員 

氏  名 所属団体 在任期間 

◎ 岩井 邦夫 公募市民 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 川井 正幸   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 小山 尚子   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 白川 卓生   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 関根 正明   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 橋本 千代子   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 平林 光子   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 福井 章夫   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 村形 彰治   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 山崎 久恵   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 山田 敏文   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 吉村 仁   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

 渡辺 統之   〃 令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

◎：会長（敬称略） 

■印西市環境推進事業者会議委員 

氏  名 所属団体 在任期間 

 朝倉 みどり 松崎工業団地協議会 令和 2 年 8 月 3 日～令和 4 年 8 月 2 日 

 乾 真一郎 
イオンモール株式会社 
イオンモール千葉ニュータウン 令和３年３月２１日～令和４年８月２日 

 川村 英雄 印西市商工会 令和 2 年 8 月 3 日～令和 4 年 8 月 2 日 

 三輪 隆 株式会社竹中工務店 技術研究所 令和 2 年 8 月 3 日～令和 4 年 8 月 2 日 
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資料４ 第３次印西市環境基本計画の検討経過 

■計画策定の経緯 

令和 2 年度 

令 和 2 年 4 月 

～ 令 和 3 年 5 月 
既存資料調査、自然環境調査  

令和 2 年 

8 月～9 月 
環境意識調査（市民・事業者アンケート） 

市民 2,000 名 回答数 899（回収率 45.0%） 

事業者 200 社 回答数  98（回収率 49.0%） 

8 月 27 日 環境審議会・環境推進会議（合同勉強会） 計画策定について など 

令和 3 年 

2 月 1 日 
第４回 環境審議会 印西市の環境の変化と現状について 

2 月 19 日 第３回 環境推進市民会議・事業者会議合同会議 印西市の環境の変化と現状について 

令和３年度 

令和 3 年 

4 月 26 日 
第１回 環境基本計画策定委員会 

計画の策定基本方針（案）について 
計画（骨子案）について 

5 月 10 日 第１回 環境推進市民会議・事業者会議合同会議 
計画の策定基本方針（案）について 
計画（骨子案）について 

5 月 12 日 政策調整会議 計画の策定基本方針について 

5 月 18 日 第１回 環境審議会 

第３次印西市環境基本計画について（諮問） 
計画の策定基本方針について 
計画（骨子案）について 

7 月 20 日 第２回 環境基本計画策定委員会 計画（素案「たたき台」）について 

7 月 29 日 第２回 環境推進市民会議・事業者会議合同会議 計画（素案「たたき台」）について 

8 月 4 日 

～8 月 20 日(注) 
第２回 環境審議会 

計画（素案「たたき台」）について 
将来環境像（スローガン）について 

9 月 10 日 

～9 月 21 日(注) 
第３回 環境推進市民会議・事業者会議合同会議 市民・事業者の環境行動指針について 

9 月 16 日 政策調整会議 計画の策定について 

10 月 1 日 第３回 環境基本計画策定委員会（勉強会） 
CO₂ネット・ゼロ カーボンニュートラル 
の実現に向けて など 

10 月 13 日 第４回 環境基本計画策定委員会 計画（素案）について 

10 月 15 日 第４回 環境推進市民会議・事業者会議合同会議 計画（素案）について 

10 月 20 日 第３回 環境審議会 計画（素案）について 

12 月 10 日 議会（勉強会）へ報告 計画（案）について 

12 月 15 日 

～令和 4 年 1 月 5 日 

第３次印西市環境基本計画（案）の市民意見公募 

（パブリックコメント） 
 

1 月 21 日 第５回 環境基本計画策定委員会 計画（案）について 

1 月 21 日 

~１月 26 日(注) 
第５回 環境推進市民会議・事業者会議合同会議 計画（案）について 

2 月 3 日 第４回 環境審議会 
計画（案）について 
答申（案）について 

2 月 9 日 第３次印西市環境基本計画に対する答申  

(注)書面開催により実施 

 
■第３次印西市環境基本計画（案）のパブリックコメントの実施 

【実施結果】〇募集期間：令和３年 12 月 15 日（水）  ～令和 4 年 1 月 5 日（水） 

〇意見の提出件数：48 件  
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資料５ 諮問・答申 

■諮問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

■答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

印西環第２００号  

令和３年５月１８日  

 

印西市環境審議会 

会長 岩井 誠 様 

 

印西市長 板 倉 正 直     

 

第３次印西市環境基本計画について（諮問） 

このことについて、市の環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

第３次印西市環境基本計画を策定するにあたり、印西市環境審議会条例（平成元年条例第

14号）第２条の規定により諮問します。 

令和４年２月９日  

 

印西市長 板倉 正直 様 

 

印西市環境審議会    

会 長  岩 井  誠    

 

第３次印西市環境基本計画について（答申） 

令和３年５月１８日付け印西環第２００号で諮問のありましたこのことについて、本審

議会において慎重審議した結果、下記のとおり答申します。 

 

記 

第３次印西市環境基本計画（案）を妥当と判断します。 

なお、将来環境像の実現のために掲げた今後の取組を進めるにあたり、次のとおり付帯

意見をまとめましたので、十分留意されるよう要望いたします。 

 

１ 将来環境像の実現に向けては、あらゆる主体に対し環境配慮行動の実践を促し、  

市民・事業者・行政の三者協働による取組を推進するとともに、豊かな自然環境  

と快適な都市環境を併せ持つ本市の地域特性を踏まえ、「印西らしさ」を大切にし 

た取組を実施すること。 

 

２ 本計画に掲げる各種施策及び重点的な取組並びに地球温暖化対策の推進にあたっ 

ては、国や県の動きを注視し、環境情勢の変化に柔軟に対応するとともに、関係  

各課との連携を強化し、市が一丸となって取組を実施すること。 

 

３ 環境情報の周知にあたっては、市民・事業者の環境保全活動への関心を促すとと  

もに、次代を担う子どもたちに自然や文化・歴史を大切にする心を養うため、わ  

かりやすい情報発信の仕組みを構築すること。 

 

４ 本計画の進行管理にあたっては、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な取組の改善に 

努めるとともに、毎年度作成する「印西市環境白書」を通じて、市民・事業者に   

取組の実施状況や目標の達成状況を広く周知すること。 
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資料６ 環境指標の点検手法 

環境指標は、以下の点検手法を用いて進行管理担当課が毎年度点検し、「印西市環境白書」を

通じて点検結果を公表するとともに、各主体の取組などの見直しに反映させます。 

なお、環境指標及び環境指標の点検手法については、本計画の進行管理のなかで必要に応じて

見直しや追加をしていきます。 

 
基本 
目標 

個別目標 指標の内容 
進行管理 
担当課 

自 

然 

環 

境 

谷津と台地を
中心とした里
山の保全 

里山保全活動団体数 環境保全課 

里山保全回数 環境保全課 

農振農用地面積 農政課 

認定農業者及び認定新規就農者数 農政課 

遊休農地面積 農政課 

多面的機能支払交付金交付団体数 農政課 

生きものの生
息・生育空間の
保全 

在来種の生息・生育種数 環境保全課 

外来種の生息・生育種数 環境保全課 

暮らしと自然
のつながりの
確保 

公園美化活動の団体数 都市整備課 

道路美化活動の団体数 土木管理課 

文化財指定数 生涯学習課 

生 

活 

環 

境 

良好な生活環
境の保全 

二酸化窒素（NO₂）濃度 環境保全課 

浮遊粒子状物質（SPM）濃度 環境保全課 

光化学スモッグ注意報発令回数 環境保全課 

亀成川の BOD 濃度 環境保全課 

神崎川の BOD 濃度 環境保全課 

師戸川の BOD 濃度 環境保全課 

印旛沼の COD 濃度 環境保全課 

手賀沼の COD 濃度 環境保全課 

地下水の水質汚濁に係る環境基準（29 項目） 環境保全課 

下水道普及率 下水道課 

下水道整備率 下水道課 

合併処理浄化槽普及率 環境保全課 

合併処理浄化槽設置基数（補助対象分累計） 環境保全課 

土壌の汚染に係る環境基準（28 項目） 環境保全課 

道路交通騒音測定値 環境保全課 
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点検手法の概要 
点検（測定） 
範囲・場所 

参照 
頁 

里山保全活動団体数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 39 

里山保全回数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 39 

農振農用地面積を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 39 

認定農業者及び認定新規就農者数を目標値と比較する。 市全域 ー 39 

遊休農地面積を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 39 

多面的機能支払交付金交付団体数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 39 

令和 2 年度実施の自然環境調査に準拠し、実態調査を実施する。在来種の生息・
生育種数を現状値(R2)と比較する。 

市全域 ー 41 

令和 2 年度実施の自然環境調査に準拠し、実態調査を実施する。外来種の生息・
生育種数を現状値(R2)と比較する。 

市全域 ー 41 

公園美化活動の団体数を目標値と比較する。 市全域 ー 43 

道路美化活動の団体数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 43 

文化財指定数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 43 

1 年間に実施する NO₂の測定値を目標値と比較する。 
高花測
定局 

定点 46 

1 年間に実施する SPM の測定値を目標値と比較する。 
高花測
定局 

定点 46 

光化学スモッグ注意報発令回数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 46 

亀成川において 1 年間を通じて BOD を測定し、その年間 75％値を目標値と比
較する。 

亀成橋 定点 46 

神崎川において 1 年間を通じて BOD を測定し、その年間 75％値を目標値と比
較する。 

大正橋 定点 46 

師戸川において 1 年間を通じて BOD を測定し、その年間 75％値を目標値と比
較する。 

草深 定点 46 

印旛沼において 1 年間を通じて COD を測定し、その年間 75％値を目標値と比
較する。 

印旛沼 定点 46 

手賀沼において 1 年間を通じて COD を測定し、その年間 75％値を目標値と比
較する。 

手賀沼 定点 46 

1 年間に実施する各調査地点での地下水の測定値を目標値と比較する。 ー 移動 46 

1 行政人口に対する下水道処理区域内人口の比率(%)を目標値と比較する。 市全域 ー 46 

事業認可面積に対する整備面積の比率(%)を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 46 

下水道区域外人口に対する合併処理浄化槽人口の比率(%)を目標値と比較する。 市全域 ー 46 

合併処理浄化槽設置に対する補助件数（累計値）を目標値と比較する。 市全域 ー 46 

1 年間に実施する各調査地点での土壌の測定値を目標値と比較する。 ー 移動 46 

1 年間で実施した道路交通騒音測定値を目標値と比較する。 ー 移動 46 
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基本 
目標 

個別目標 指標の内容 
進行管理 
担当課 

生 

活 

環 

境 

有害化学物質
対策の推進 

ダイオキシン類大気環境濃度 環境保全課 

印西クリーンセンターにおけるダイオキシン類測定値 クリーン推進課 

公共施設における空間放射線量達成率 環境保全課 

循 

環 

型 

社 

会 

不法投棄やポ
イ捨ての抑制・
防止対策の推
進 

ゴミゼロ運動参加団体数 クリーン推進課 

クリーン印西推進運動参加団体数 クリーン推進課 

市民からの不法投棄通報件数 クリーン推進課 

3R（リデュー
ス・リユース・
リサイクル）の
推進 

1 人 1 日当たりのごみ排出量 クリーン推進課 

生ごみ処理容器等購入費補助交付基数 クリーン推進課 

ごみの減量などに係る出前講座実施回数 クリーン推進課 

脱 

炭 

素 

社 

会 

温室効果ガス
の排出抑制 

市域の温室効果ガス排出量 環境保全課 

定置用リチウムイオン蓄電システム導入補助件数（補助対象分累計） 環境保全課 

ふれあいバス利用者数 交通政策課 

市内駅の 1 日平均乗車人員 交通政策課 

気候変動への
適応 

自主防災組織活動カバー率 防災課 

気候変動の適応に関する情報提供回数 環境保全課 

人 

づ 

く 

り 
市の率先行動
の推進 

市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量 環境保全課 

公共施設における再生可能エネルギー発電設備の導入施設数 環境保全課 

公用車における環境性能に優れた自動車導入数（累計） 管財課 

自ら学び行動
する人づくり
の推進 

環境情報の提供回数 環境保全課 

環境講座・イベントなどの開催回数（市主催事業） 環境保全課 

学校図書館における環境教育に関する蔵書保有校数 指導課 

環境配慮行動
の推進 

環境保全活動団体数 環境保全課 

市民・事業者との協働による環境保全活動実施回数 環境保全課 

環境配慮行動指針リーフレットの配布数 環境保全課 
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点検手法の概要 
点検（測定） 
範囲・場所 

参照 
頁 

1 年間で測定したダイオキシン類の大気環境濃度（年平均値）を目標値と比較す
る。 

高花測 
定局他 

定点 48 

印西クリーンセンターの排気口で測定したダイオキシン類の濃度を目標値と比
較する。 

印西ク 
リーン 
センタ 
ー 

ー 48 

公共施設における空間放射線量率を目標値と比較する。 市全域 ー 48 

ゴミゼロ運動参加団体数を目標値と比較する。 市全域 ー 50 

クリーン印西推進運動参加団体数を現状値(R1)と比較する。 市全域 ー 50 

市民からの不法投棄通報件数を目標値と比較する。 市全域 ー 50 

「印西市一般廃棄物処理概要」による市民 1 人 1 日当たりのごみ排出量を目標値
と比較する。 

市全域 ー 51 

生ごみ処理容器等購入費補助交付基数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 51 

ごみの減量などに係る出前講座実施回数を現状値(R1)と比較する。 市全域 ー 51 

市域の温室効果ガス排出量を目標値と比較する。 市全域 ー 54 

定置用リチウムイオン蓄電システム導入補助件数（補助対象分累計）を目標値と
比較する。 

市全域 ー 54 

ふれあいバスの年間利用者数を現状値(R1)と比較する。 市全域 ー 54 

市内駅の 1 日平均乗車人員を現状値(R1)と比較する。 市全域 ー 54 

自主防災組織活動カバー率を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 55 

気候変動の適応に関する情報提供回数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 55 

市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を目標値と比較する。 市全域 ー 56 

公共施設における再生可能エネルギー発電設備の導入施設数を目標値と比較す
る。 

市全域 ー 56 

公用車における環境性能に優れた自動車導入数（累計）を目標値と比較する。 市全域 ー 56 

市の広報紙への環境情報の年間提供回数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 58 

市が主催する環境をテーマとする講座及びイベントの年間開催回数を現状値
(R1)と比較する。 

市全域 ー 58 

学校図書館における環境教育に関する蔵書保有校数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 58 

市内で活動する環境保全関連の NPO 等団体数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 59 

市民・事業者との協働による環境保全活動実施回数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 59 

環境配慮行動指針リーフレットの配布数を現状値(R2)と比較する。 市全域 ー 59 
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資料７ 環境基準 

大気関係 

(1) 大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件（設定年月日等） 

二酸化硫黄（SO₂） 
1 時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が
0.1ppm 以下であること。(48.5.16 告示） 

一酸化炭素（CO） 
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の
8 時間平均値が 20ppm 以下であること。(48.5.8 告示） 

浮遊粒子状物質（SPM） 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m³以下であり、かつ、1 時間
値が 0.20mg/m³以下であること。(48.5.8 告示） 

二酸化窒素（ＮＯ₂） 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン
内又はそれ以下であること。(53.7.11 告示） 

光化学オキシダント（OＸ） 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。(48.5.8 告示） 

（備考） 
1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 
2．浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10µm 以下のものをいう。 
3．二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこ

のゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 
4．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨ

ウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 
 

二酸化窒素に係る千葉県環境目標値 

物質 目標値 

二酸化窒素（ＮＯ₂） 日平均値の年間 98％値が 0.04ppm 

 

(2) 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準 

物質 環境上の条件（設定年月日等） 

ベンゼン １年平均値が 0.003mg/m³以下であること。(H9.2.4 告示) 

トリクロロエチレン １年平均値が 0.13mg/m³以下であること。(H30.11.19 告示) 

テトラクロロエチレン １年平均値が 0.2mg/m³以下であること。(H9.2.4 告示) 

ジクロロメタン １年平均値が 0.15mg/m³以下であること。(H13.4.20 告示) 

（備考） 
1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 
2．ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るもので

あることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達
成に努めるものとする。 

 

(3) ダイオキシン類に係る環境基準 

物質 環境上の条件（設定年月日等） 

ダイオキシン類 1 年平均値が 0.6pg-TEQ/m³以下であること。(H11.12.27 告示) 

（備考） 
1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 
2．基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。 
 

(4) 微小粒子状物質に係る環境基準 

物質 環境上の条件（設定年月日等） 

微小粒子状物質（PM2.5） 
１年平均値が 15μg/m³以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/ 
m³以下であること。(H21.9.9 告示) 

（備考） 
1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。 
2．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μｍの粒子を 50％の割合で分離できる分粒装置を用い

て、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。  
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水質関係 

(1) 人の健康の保護に関する環境基準 

項 目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下(注) 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2ージクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1ージクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シスー1,2ージクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1ートリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2ートリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3ージクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4ージオキサン 0.05mg/L 以下 

達成期間：直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。 

該当水域：全公共用水域 
（備考） 
１．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
２．「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該

方法の定量限界を下回ることをいう。 
３．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 
４．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定さ

れた硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオ
ンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

(注)水質汚濁に係る環境基準の改正に伴い、「0.02mg/L 以下」となる予定（2022 年 4 月 1 日施行）。 
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(2) 生活環境の保全に関する環境基準 河川（湖沼を除く。） 

項目 
類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 
濃度 
(ｐH) 

生物化学的 
酸素要求量 
(ＢＯＤ) 

浮遊物質量 
(ＳＳ) 

溶存酸素量 
(ＤＯ) 大腸菌群数(注 2) 

ＡＡ 
水道１級 
自然環境保全 
及びＡ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 １mg/L 以下 25mg/L 以下 

7.5mg/L 以

上 

50ＭＰＮ

/100mL 以下 

Ａ 

水道２級 
水産１級 
水浴及びＢ以下の欄に掲げる
もの 

6.5 以上 
8.5 以下 ２mg/L 以下 25mg/L 以下 

7.5mg/L 以

上 

1,000ＭＰＮ

/100mL 以下 

Ｂ 
水道３級 
水産２級 
及びＣ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 ３mg/L 以下 25mg/L 以下 ５mg/L 以上 

5,000ＭＰＮ/

１00mL 以下 

Ｃ 
水産３級 
工業用水１級 
及びＤ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 ５mg/L 以下 50mg/L 以下 ５mg/L 以上 － 

Ｄ 
工業用水２級 
農業用水 
及びＥの欄に掲げるもの 

6.0 以上 
8.5 以下 ８mg/L 以下 

100mg/L 以

下 
２mg/L 以上 － 

Ｅ 
工業用水３級 
環境保全 

6.0 以上 
8.5 以下 10mg/L 以下 

ごみ等の浮 
遊が認めら 
れないこと 

２mg/L 以上 － 

(注) 1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

自然環境保全 
水道 1 級 
〃 2 級 
〃 3 級 

水産 1 級 
〃 2 級 
〃 3 級 

工業用水 1 級 
〃 2 級 
〃 3 級 

環境保全 

： 
： 
： 
： 
： 
： 
： 
： 
： 
： 
： 

自然探勝等の環境保全 
ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 
サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 
コイ、フナ等、βー中腐水性水域の水産生物用 
沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
特殊の浄水操作を行うもの 
国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

(注 2)水質汚濁に係る環境基準の改正に伴い、大腸菌数（CFU/100mL）となる予定（2022 年 4 月 1 日施行）。 

 

(3) 生活環境の保全に関する環境基準 湖沼 

項目 
類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 
濃度 
(ｐH) 

生物化学的 
酸素要求量 
(ＢＯＤ) 

浮遊物質量 
(ＳＳ) 

溶存酸素量 
(ＤＯ) 大腸菌群数(注 2) 

ＡＡ 

水道 1 級 
水産 1 級 
自然環境保全 
及び A 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 １mg/L 以下 1mg/L 以下 

7.5mg/L 

以上 

50ＭＰＮ

/100mL 以下 

Ａ 

水道 2、3 級 
水産 2 級 
水浴 
及び B 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 3mg/L 以下 5mg/L 以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000ＭＰＮ

/100mL 以下 

Ｂ 

水産 3 級 
工業用水 1 級 
農業用水 
及び C の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 5mg/L 以下 15mg/L 以下 

５mg/L 

以上 
－ 

Ｃ 
工業用水 2 級 
環境保全 

6.0 以上 
8.5 以下 8mg/L 以下 

ごみ等の浮 
遊が認めら 
れないこと 

2mg/L 

以上 
－ 

水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 
(注) 1 

2 
 
3 
 
 
4 
 
5 

自然環境保全 
水道 1 級 
〃 2、3 級 

水産 1 級 
〃 2 級 
〃 3 級 

工業用水 1 級 
〃 2 級 

環境保全 

： 
： 
： 
： 
： 
： 
： 
： 
： 

自然探勝等の環境保全 
ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 
サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 3 級の水産生物用 
コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 
沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 
国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

(注 2)水質汚濁に係る環境基準の改正に伴い、大腸菌数（CFU/100mL）となる予定（2022 年 4 月 1 日施行）。    
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(4) 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項 目 環境上の条件 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下(注) 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 0.002mg/L 以下 

1,2ージクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1ージクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2ージクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1ートリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2ートリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3ージクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4ージオキサン 0.05mg/L 以下 

（備考） 
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該

方法の定量限界を下回ることをいう。 
3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 により測定され

た硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1 により測定された亜硝酸
イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

4 1,2ージクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度
と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

(注)水質汚濁に係る環境基準の改正に伴い、「0.02mg/L 以下」となる予定（2022 年 4 月 1 日施行）。 
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土壌関係 

土壌の汚染に係る環境基準 

項 目 環境上の条件 

カドミウム 検液 1L につき 0.003mg 以下であり、かつ、農用地におい
ては、米 1kg につき 0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限
る。）においては、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌 1kg につき 125mg 未
満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2ージクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1ージクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

1,2ージクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1ートリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2ートリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3ージクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,4ージオキサン 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

（備考） 
1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用

いて測定を行うものとする。 
2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件の

うち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地
下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１Ｌにつき 0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、
0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び１mg を超えていない場合には、それぞれ検液１Ｌにつき 0.009mg、
0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び３mg とする。 

3「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結
果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

4 有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 
5 １，２－ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシ

ス体の濃度と日本産業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和と
する。  
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騒音・振動関係 

(1) 騒音の一般の環境基準 

地域の類型 
時間の区分 

昼間 夜間 

AA 
50dB 
以下 

40dB 
以下 

A 及び B 
55dB 
以下 

45dB 
以下 

C 
60dB 
以下 

50dB 
以下 

(注) １ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜間を午後１０時から翌日の午前６時までの間とする。 
２ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 
３ Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

４ Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 
５ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

 

(2) 道路に面する地域の環境基準 

地域の区分 昼 間 夜 間 

A 地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面
する地域 

60dB 
以下 

55dB 
以下 

B 地域のうち２車線以上の車線を有する道路に 
面する地域及び C 地域のうち車線を有する道路 
に面する地域 

65dB 
以下 

60dB 
以下 

（備考） 
車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとお

りとする。 

 

(3) 幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準（特例） 

区分 昼 間 夜 間 

屋外 
70dB 
以下 

65dB 
以下 

窓を閉めた屋内 
45dB 
以下 

40dB 
以下 

（備考） 
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する
騒音に係る基準（昼間にあっては 45dB 以下、夜間にあっては 40dB 以下）によることができる。 

 

ダイオキシン 

ダイオキシン類に係る環境基準 

大 気 水 質 河川底質 土 壌 

年間平均値が 

0.6pg-TEQ/㎥ 以下 

年間平均値が 

1pg-TEQ/L 以下 
150pg-TEQ/g 以下 1,000pg-TEQ/g 以下 

備考 
１ 基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 
３ 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスク

ロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に

掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に２を乗じた値を上
限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみな
す。 

４ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/ｇ以上の場合 簡易
測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に２を乗じた値が 250pg-TEQ/g 以上の場合）には、必要な調査を実施す
ることとする。  
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資料８ 温室効果ガス排出量の算定方法 

■二酸化炭素（CO₂）排出量の算定方法 

部門・分野 手法等 算定方法 出典 

産業 

部門 

製造業 

カテゴリ A 

都道府県別 

按分法 

製造業炭素排出量（千葉県）×製造品出荷額等

の比（印西市/千葉県）×44÷12 

・都道府県別エネルギー 

消費統計 

・工業統計調査 

建設業・

鉱業 

建設業・鉱業炭素排出量（千葉県）×建設業・

鉱業従業者数の比（印西市/千葉県）×44÷12 

・都道府県別エネルギー 

消費統計 

・国勢調査 

農林 

水産業 

農林水産業炭素排出量（千葉県）×の農林水産

業従業者数の比（印西市/千葉県）×44÷12 

・都道府県別エネルギー 

消費統計 

・国勢調査 

業務その他部門 

カテゴリ D 

事業所排出 

量積上法 

印西市業務部門特定事業所排出量＋（全国業務

部門排出量－全国業務部門特定事業所排出量）

÷（全国業務部門事業所数－全国業務部門特定

事業所数）×（印西市業務部門事業所数－印西

市業務部門特定事業所数） 

・総合エネルギー統計 

・算定・報告・公表制度に 

よる温室効果ガス排出

量 

・国勢調査 

家庭部門 

カテゴリ A 

都 道 府 県 別

按分法 

家庭部門炭素排出量（千葉県）×世帯数の比（印

西市/千葉県）×44÷12 

・都道府県別エネルギー 

消費統計 

・住民基本台帳 

運輸 

部門 

自動車 

（貨物・ 

旅客） 

カテゴリ A 

全国按分法 

運輸部門炭素排出量（全国）×自動車保有台数

の比（印西市/全国）×44÷12 

・総合エネルギー統計 

・車種別保有台数表 

鉄道 

カテゴリ B 

全国事業者 

別按分法 

鉄道エネルギー消費量×鉄道営業キロ数の比

（印西市/全区間）×排出係数 
・鉄道統計年報 

廃棄物 

分野 

焼却 

処分 

印 西 ク リ ー

ン セ ン タ ー
(注) 

プラ：一般廃棄物焼却処理量×(1-水分率)×プ

ラスチック組成割合×排出係数 

繊維くず：一般廃棄物焼却処理量×(1-水分率）

×繊維くず割合×合成繊維割合×排

出係数 

・一般廃棄物処理実態調査 

(注)印西市は栄町、白井市とともに「印西地区環境整備事業組合」を構成し、ごみ処理を行っているため、対象施設
での処理量のうち印西市分を按分して計算した。 

 
 

■その他ガス排出量の算定方法 

ガス種 分野 区分 算定方法 出典 

CH₄ 

農業 耕作 水田面積×水管理割合×排出係数 ・作物統計 

廃棄物 

焼却(注) 一般廃棄物焼却処理量×排出係数 

・一般廃棄物処理実態調査 

埋立 
埋立処分量×廃棄物中割合×固形分割合×排出

係数 

排水処理 

し尿処理施設における年間処理量×排出係数＋

生活排水処理施設ごとの年間処理人口×生活排

水処理施設ごとの排出係数 

N₂O 

農業 耕作 
作付面積×排出係数（有機肥料）＋作付面積×排

出係数（化学肥料） 
・作物統計 

廃棄物 

焼却 一般廃棄物焼却処理量×排出係数 

・一般廃棄物処理実態調査 
排水処理 

し尿処理施設における年間処理量×排出係数＋

生活排水処理施設ごとの年間処理人口×生活排

水処理施設ごとの排出係数 
(注)印西市は栄町、白井市とともに「印西地区環境整備事業組合」を構成し、ごみ処理を行っているため、対象施設

での処理量のうち印西市分を按分して計算した。 
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■国などと連携して進める対策による削減見込量の算定方法 

部門 対策内容 算定方法 

産業部門 

省エネルギー性能の高い
設備・機器などの導入促進 

国の 2030 年度削減見込量（業種横断）×製造品出荷額比率（印
西市/全国）×2018 年度以降の削減効果比（12/18）＋国の 2030
年度削減見込量（建設施工・特殊自動車使用分野）×建設業従業
者数（印西市/全国）×2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

業種間連携省エネルギー
の取組推進 

国の 2030 年度削減見込量×全産業事業所数（印西市/全国）×
2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

FEMSを利用した徹底的な
エネルギー管理の実施 

国の 2030 年度削減見込量×全産業事業所数（印西市/全国）×
2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

業務その他 
部門 

建築物の省エネルギー化 
国の 2030 年度削減見込量×業務系延床面積比率（印西市/全国）
×2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

高効率な省エネルギー機
器の導入 

国の 2030 年度削減見込量×業務系延床面積比率（印西市/全国）
×2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

トップランナー制度等に
よる機器の省エネルギー
性能向上 

国の 2030 年度削減見込量×業務系延床面積比率（印西市/全国）
×2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

BEMS の活用、省エネルギ
ー診断等を通じた徹底的
なエネルギー管理の実施 

国の 2030 年度削減見込量×業務系延床面積比率（印西市/全国）
×2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

脱炭素型ライフスタイル
への転換 

国の 2030 年度削減見込量×業務系延床面積比率（印西市/全国）
×2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

家庭部門 

住宅の省エネルギー化 
国の 2030 年度削減見込量×人口比率（印西市/全国）×2018 年
度以降の削減効果比（12/18） 

高効率な省エネルギー機
器の普及 

国の 2030 年度削減見込量×人口比率（印西市/全国）×2018 年
度以降の削減効果比（12/18） 

トップランナー制度等に
よる機器の省エネルギー
性能向上 

国の 2030 年度削減見込量×人口比率（印西市/全国）×2018 年
度以降の削減効果比（12/18） 

HEMS・スマートメータ
ー・スマートホームデバイ
スの導入や省エネルギー
情報提供を通じた徹底的
なエネルギー管理の実施 

国の 2030 年度削減見込量×人口比率（印西市/全国）×2018 年
度以降の削減効果比（12/18） 

脱炭素型ライフスタイル
への転換 

国の 2030 年度削減見込量×人口比率（印西市/全国）×2018 年
度以降の削減効果比（12/18） 

運輸部門 

次世代自動車の普及、燃費
改善 

国の 2030 年度削減見込量×自動車台数比率（印西市/全国）×
2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

道路交通流対策 
国の 2030 年度削減見込量×自動車台数比率（印西市/全国）×
2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

環境に配慮した自動車使
用等の促進による自動車
運送事業等のグリーン化 

国の 2030 年度削減見込量×自動車台数比率（印西市/全国）×
2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

公共交通機関及び自転車
の利用促進 

国の 2030 年度削減見込量×人口比率（印西市/全国）×2018 年
度以降の削減効果比（12/18） 

トラック輸送の効率化、協
働輸配送の推進 

国の 2030 年度削減見込量×自動車台数比率（印西市/全国）×
2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

モーダルシフトの推進 
国の 2030 年度削減見込量×自動車台数比率（印西市/全国）×
2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

脱炭素型ライフスタイル
への転換 

国の 2030 年度削減見込量×自動車台数比率（印西市/全国）×
2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

廃棄物分野 廃棄物処理における取組 
国の 2030 年度削減見込量×自動車台数比率（印西市/全国）×
2018 年度以降の削減効果比（12/18） 

横断的施策 

再生可能エネルギーの最
大限の導入 

国の 2030 年度削減見込量×人口比率（印西市/全国）×2018 年
度以降の削減効果比（12/18） 

食品ロス対策 
国の 2030 年度削減見込量×人口比率（印西市/全国）×2018 年
度以降の削減効果比（12/18） 
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資料９ 用語解説 

あ行 

●エコドライブ （p.14掲載） 

「環境に配慮した自動車の使用」のことで、具体的には、やさしい発進を心がけ、無駄なアイドリ

ングを止めることなどにより燃料の節約に努め、温室効果ガス排出量を減らす運転のこと。 

 

●温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 （p.93掲載） 

地球温暖化対策の推進に関する法律 （温対法）に基づき、温室効果ガスを相当程度多く排出する者

（特定排出者）に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することを義務付ける制度の

こと。 

 

か行 

●カーシェアリング （p.54掲載） 

登録を行った会員間で車を共有して使用するサービス。自動車保有台数の減少や燃費の良い自動

車をシェアすることにより、環境負荷の低減につながることが期待される。 

 

●環境家計簿 （p.94掲載） 

家庭で使用したエネルギー量 （電気 ・ガス・水道 ・ガソリンなど）を記録することで、排出したCO₂

を算出できる環境版家計簿。消費者自らが環境についての意識をもって、生活行動の点検、見直し

を継続的に行うことができ、市では、印西市版環境家計簿を広報及びホームページで掲載し、普及

啓発を実施している。 

 

●環境基準 （p.24掲載） 

人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準をいう。現在、大気

汚染、水質汚濁、騒音、航空騒音、新幹線鉄道騒音及び土壌汚染に係る環境基準が定められている。

ただし、底質のダイオキシン類に係る環境基準については、速やかに対応をとるべき基準であると

の解釈が国から示されている。 

 

●気候変動の影響への適応 （p.５掲載） 

既に現れている、あるいは、中長期的に避けられない気候変動の影響に対して、自然や人間社会の

在り方を調整し、被害を最小限に食い止めるための取組のこと。 

 

●キンラン （p.41掲載） 

里山や山地の林などに生息する多年草で、4 月から 6 月にかけて花が咲くラン科の植物。千葉県レ

ッドリスト植物・菌類編（2017 年改訂版）では「D：一般保護生物」に指定されている。 

 

●空間線量率 （p.48掲載） 

ある場所の時間当たりの放射線量のこと。ある場所における平均的な外部被ばく量を推測するこ

とができる。  
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●現状維持ケース（BAU） （p.88掲載） 

現状から特段の対策を行わない場合を想定した将来推計値のこと。BAU は「Business as Usual」

の略称であり、「普段通りやっていること」という意味がある。 

 

●光化学オキシダント （p.46掲載） 

自動車や工場 ・事業場などから大気中へ排出される窒素酸化物、揮発性有機化合物などが、太陽か

らの紫外線を受けて光化学反応を起こしてつくり出される物質の総称。光化学オキシダント濃度

が高まった「もや」を光化学スモッグと呼び、目がちかちかする、のどが痛むなど人体への被害が

生じる。 

 

さ行 

●サステナブル （p.66掲載） 

「持続可能である」ことを意味する。将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足さ

せるような性質や状態のこと。 

 

●シェアサイクル （p.96掲載） 

自転車を共同利用する交通システムのことで、利用者はどこの拠点（ポート）からでも借り出して、

好きなポートで返却ができる新たな都市交通手段である。 

 

●次世代自動車 （p.53掲載） 

ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンデ

ィーゼル自動車などを指し、いずれも従来のガソリン自動車より走行に伴う二酸化炭素の排出量

が少ない設計になっている。 

 

●指定文化財 （p.25掲載） 

文化財保護法、文化財保護条例などにより規定された文化財。有形文化財、無形文化財、民俗文化

財、史跡、名勝、天然記念物、伝統的建物群のうち、特に重要で保存の必要があるものを指定し、

保護と活用が図られているものを指す。 

 

●スマートホームデバイス （p.94掲載） 

スマートホームシステム（IoT や AI 技術を活用し、快適な生活を実現する住宅システム）を構成

するための機器や装置のこと。家庭に導入することで、電力管理や節電につながり、省エネ効果が

期待される。 

 

●スマートメーター （p.94掲載） 

通信機能を持った電気メーターのこと。従来型のアナログメーターでは月間の電気使用量のみ取

得していたが、スマートメーターでは 30 分毎の電気使用量が取得できる。電気の使用形態を把握

することが可能となり電気料金の抑制や節電に役立てることが期待される。 
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●生態系 （p.５掲載） 

あるまとまった地域に生息する生物全体とその地域を構成する環境が一体となったシステムを指

し、池、森、山、海域などが、それぞれの生態系として扱われる。生物同士や生物と環境は相互に

関係しており、開発などによる自然の改変は、そうした既存の生態系のバランスを崩してしまう恐

れがある。 

 

●生物多様性 （p.９掲載） 

多種多様な生きものが互いに関連しあいながら存在している状態のこと。種の多様性 （多くの種が

存在する状態）だけでなく、生態系の多様性（森林や河川など様々な環境が存在する状態）や遺伝

子の多様性（同じ種の中にも形や色の個性がある状態）といった概念を含む。 

 

た行 

●ダイオキシン類 （p.24掲載） 

単一の物質ではなく、複数の化学的化合物の総称。廃棄物の焼却、塩素によるパルプなどの漂白、

または農薬などの化学物質を製造する際の副産物として非意図的に生成され、食物などを通じて

生物の体内に蓄積された場合、発がんリスクの上昇や免疫機能の低下などを引き起こすことが懸

念される。 

 

●脱炭素化 （p.11掲載） 

地球温暖化の原因となっている温室効果ガスの排出を防ぐために、化石燃料からの脱却を目指す

こと。かつて主流だった温室効果ガス排出量を低いレベルに抑える「低炭素化」に対して、さらに

高い目標として「脱炭素化」が世界的な潮流となっている。 

 

●多面的機能支払交付金 （p.39掲載） 

水路、農道、法面などの農業を支える施設の保全管理に取り組む農業者や地域住民の共同作業に支

払われる交付金のこと。 

 

●地域森林計画対象民有林 （p.40掲載） 

森林法に基づき策定された地域森林計画において森林整備及び保全の目標などの設定対象となっ

ている民有林のこと。 

 

●地下水涵養 （p.104掲載） 

雨水 ・河川水などが地下の帯水層に浸透すること。近年は、市街地の表面がアスファルトやコンク

リートに覆われて雨水が地下にしみこまなくなり、すぐに海へ流出してしまう現象が顕著になっ

ている。 

 

●地球温暖化対策 （p.５掲載） 

原因物質である温室効果ガス排出量を削減する（または植林などによって吸収量を増加させる）

「緩和」と、気候変化に対して自然生態系や社会・経済システムを調整することにより気候変動の

悪影響を軽減する（または気候変動の好影響を増長させる）「適応」の二本柱がある。  
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●特定外来生物 （p.41掲載） 

外来生物 （海外起源の外来種）の中でも、生態系、人の生命 ・身体、農林水産業へ被害を及ぼすも

の、または及ぼす恐れがあるものの中から指定される。 

 

●都市型公害 （p.５掲載） 

工場や事業場などに起因する産業公害とは異なり、都市化の進展や生活様式の変化などによって

発生する公害のこと。自動車の排ガスによる大気汚染や自動車の騒音、生活排水による河川の水質

汚濁などが挙げられる。 

 

な行 

●二酸化窒素 （p.24掲載） 

窒素酸化物の一種であり、自然界から放出されるほか、工場や事業場、自動車などにおける燃料の

燃焼から発生する。炭化水素とともに太陽の紫外線により光化学反応を起こし、光化学オキシダン

トを発生させるため、光化学スモッグの原因ともなる。 

 

●認定新規就農者 （p.39掲載） 

新たに農業を始めるための青年等就農計画を市町村に認定され、その計画に沿って農業を営む者

のこと。対象者は 1. 青年（原則 18 歳以上 45 歳未満）、2. 特定の知識・技能を有する中高年齢

者（65 歳未満）、1,2 の者が役員の過半数を占める法人のこと。 

 

●認定農業者 （p.23掲載） 

農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者、農地所

有適格法人（旧農業生産法人）のこと。認定を受けると金融や税制面などでメリットが得られる。 

 

●農振農用地 （p.23掲載） 

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図るため優良農地として守る必要の

ある農地を「農業振興地域内の農用地」として市が指定するもの。 

 

●農用地区域 （p.40掲載） 

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農地や生産性の高い農地など、農業上

の利用を確保すべき土地として指定された土地のこと。 

 

は行 

●バイオマスエネルギー （p.95掲載） 

動植物などから生まれた生物資源の総称であるバイオマスを原料として作られたエネルギーのこ

と。単なる燃焼による熱だけでなく、バイオマスの直接燃焼やガス化により得られた電気や、サト

ウキビやトウモロコシ、木材などのバイオマスを発酵させて製造するエタノールも含まれる。 
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●パリ協定 （p.11掲載） 

2020 年（令和 2 年）以降の気候変動問題に関する国際的な枠組であり、1997 年（平成 9 年）に

定められた「京都議定書」の後継に当たる。京都議定書と大きく異なる点として、途上国を含むす

べての参加国に、温室効果ガス排出削減の努力を求めていることが挙げられる。 

 

●フードドライブ （p.52掲載） 

家庭で余っている食べ物を学校や職場などに持ち寄り、それらをまとめて地域の福祉団体や施設、

フードバンク団体などに寄付する活動のこと。 

 

●浮遊粒子状物質 （p.24掲載） 

大気中に存在する粒子状物質のうち、粒子の直径が 10 ㎛（0.01mm）以下のものを指す。発生源

は多種多様であり、自然界に由来するものは、地表から風に舞い上げられた土壌粒子や噴火に伴う

火山灰、人工的なものでは工場や事業場などにおける燃料の燃焼によって発生する「すす」などが

挙げられる。  

 

●包摂性 （p.31掲載） 

「包含、包み込む」ことを意味する。地域社会は様々な人によって構成されていることが自然であ

り、それぞれがその人らしい暮らしを築いてくことを実現していく社会の在り方を示している。 

 

ま行 

●マイクロプラスチック （p.10掲載） 

大きさが５ミリメートル （５円玉の穴）以下の小さなプラスチック類のこと。世界中の海などで見

つかっており、多くは、製造されたプラスチックが自然環境中で破砕・細分化したもの（二次的マ

イクロプラスチック）。自然分解が難しく長い間環境に残り、回収が困難で、表面に有害物質を取

り込みやすい性質を持つなど、生態系への影響が懸念されている。 

 

●面源系 （p.24掲載） 

湖沼の水質汚濁の原因の一つとされ、雨が降ることにより、道路や農地などから排出される汚れの

こと。汚濁物質の排出ポイントが特定しにくく、面的な広がりを有する市街地、農地、森林（基本

的には自然負荷）からの負荷を指す。 

 

や行 

●遊休農地 （p.23掲載） 

以前は農地だったものの、現在は耕作が行われていない土地を指し、中でも 「かつて農地だったが

現在農地として利用されておらず、今後も農地として利用される可能性も低い土地」と、「農地で

はあるものの周辺の農地と比較したときに利用の程度が著しく低い土地」を指す。 

 

●有害鳥獣 （p.41掲載） 

生活環境、農林水産業、生態系へ被害を生じさせるか、その恐れがあり、各種の被害防止対策では

十分でない場合、被害の防止軽減を図るために捕獲される野生鳥獣のこと。  
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ら行 

●リサイクル （p.10掲載） 

廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること。その実現を可能とする製品設計、使

用済製品の回収、リサイクル技術・装置の開発なども取組として含まれる。 

 

●リデュース （p.51掲載） 

製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること。耐久性の高

い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取組として含まれる。 

 

●リユース （p.49掲載） 

使用済製品やその部品などを繰り返し使用すること。その実現を可能とする製品の提供、修理 ・診

断技術の開発なども取組として含まれる。 

 

●緑陰空間 （p.44掲載） 

樹木やつる性植物などの青葉の茂ったかげに覆われた空間のこと。 

 

●緑化協定 （p.44掲載） 

千葉県自然環境保全条例第 26 条に基づき、一定面積以上の工場、事業所、住宅用地等を対象とし

た敷地内に緑を確保するための協定のこと。 

 

●緑地協定 （p.44掲載） 

都市緑地法に基づき、土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する内容を定める協定

のこと。 

 

●レジリエンス （p.9掲載） 

外から加えられたリスクやストレス（「外力」という）に対して対応しうる能力、災害外力による

人的・経済的・社会的被害を最小化しうる能力のこと。 

 

その他 

●BEMS （p.26掲載） 

「Building Energy Management System」の略称であり、ビルや商業施設で使うエネルギーを

節約するための管理システム。エネルギー消費量の「見える化」、各種設備・機器の自動制御をす

ることができる。 

 

●BOD濃度 （p.24掲載） 

生物化学的酸素要求量のことで、水中の汚染物質（有機物）が微生物により酸化分解される際に必

要な酸素量で示す。河川などの汚濁指標として用いられ、数値が大きいほど汚濁の程度が高いこと

を示す。 
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●CCS （p.78掲載） 

「Carbon dioxide Capture and Storage」の略称であり、「二酸化炭素回収・貯蔵」技術と呼ばれ

る発電所や化学工場などから排出された CO₂を他の気体から分離して集め、地中深くに貯蔵・圧

入する技術のこと。類似する用語に「CCUS」があり、こちらは分離・貯蔵した CO₂を利用するも

ので、例えば海外では、CO₂を古い油田に注入することで、CO₂を地中に貯留しつつ、油田に残っ

た原油を圧力で押し出すということが行われている。 

 

●COD濃度 （p.46掲載） 

科学的酸素要求量のことで、水中の汚染物質（有機物）が過マンガン酸カリウムなどの酸化剤で酸

化される際に必要な酸素量で示す。主に湖沼の汚濁指標として用いられ、数値が大きいほど汚濁の

程度が高いことを示す。 

 

●COOL CHOICE （p.53掲載） 

温室効果ガスの排出量削減のために脱炭素社会づくりに貢献する 「製品への買換え」、「サービスの

利用」、「ライフスタイルの選択」など地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」をしていこう

という取組のこと。 

 

●FEMS （p.94掲載） 

「Factory Energy Management System」の略称であり、工場全体で使うエネルギーを節約する

ための管理システム。ピーク電力の調整や状況に応じた空調、照明機器、生産ラインなどの運転制

御ができる。 

 

●FSC認証 （p.107掲載） 

適正に管理された森林から産出した木材などに認証マークを付けることによって、持続可能な森

林の利用と保護を図ろうとする森林認証制度の一つ。FSC 認証は国際的な制度で、認証を受けた

森林からの生産品による製品に FSC ロゴマークがつけられる。 

 

●HEMS （p.26掲載） 

「Home Energy Management System」の略称であり、家庭で使うエネルギーを節約するため

の管理システム。電気やガスなどの使用量の「見える化」や家電の自動制御ができる。 

 

●ICT （p.42掲載） 

「Information and Communication Technology」の略称であり、インターネットや携帯電話の

普及など情報通信技術（IT）が急激に進歩する中で、世代や地域を越えて人と人を結ぶなど「コミ

ュニケーション」にも着目した用語のこと。 

 

  



資料編 

143 

資 

料 

編 

●pg-TEQ/m³ （p.24掲載） 

大気のダイオキシン類の毒性を表す際に用いられる単位のこと。TEQ（ティーイーキュー）は異性

体によって毒性が大きく異なるダイオキシン類の比較評価を行うため毒性等価係数を乗じた毒性

等量のこと。pg（ピコグラム）とは微量な物質の重さを表すときに用いられる単位で、1 兆分の 1

グラム（10-12g）を表す。 

 

●PM2.5 （p.46掲載） 

「微小粒子状物質」とも呼ばれ、浮遊粒子状物質のうち、粒径が 2.5 ㎛（1 ㎛＝1mm の 1/1000）

以下の小さいものを指す。粒径が小さく肺の奥深くまで入り込む恐れがあり、ぜんそくや気管支炎

といった呼吸器系の病気のリスクを高めるなど、人体への様々な影響が懸念されている。 

 

●SDGｓ（持続可能な開発目標） （p.２掲載） 

「Sustainable Development Goals」の略称であり、2015 年 9 月の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、2030 年までに持続可能でより良い

世界を目指す国際目標である。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人

取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。 

 

●V２H （p.96掲載） 

「Vehicle to Home」の略称であり、電気自動車のバッテリーに蓄えた電気を家で使う仕組みおよ

びその名称のこと。 

 

●ZEB （p.53掲載） 

「Net Zero Energy Building」の略称であり、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する

年間のエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。 

 

●ZEH （p.53掲載） 

「Net Zero Energy House」の略称であり、外皮の断熱性能などを大幅に向上させるとともに、

高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した

上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとす

ることを目指した住宅のこと。 

 

●2050年カーボンニュートラル （p.２掲載） 

2050 年までに温室効果ガスの排出を全体でゼロ（＝排出量から吸収量及び除去量を差し引いた合

計をゼロ）にする、温室効果ガス排出量の将来目標のこと。 
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